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   （開議 午前10時00分） 

○議長（北川嘉明） 平成19年第３回太子町

議会定例会（第408回町議会）におそろいで

ご出席いただき、ありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成19年第

３回太子町議会定例会（第408回町議会）を

再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 
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○議長（北川嘉明） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いいたします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、10番花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 10番花畑奈知子。通告に

従い、まちづくり交付金制度を活用して、強

力に観光行政を推し進めるべきだと考え、一

般質問させていただきました。 

 平成８年に斑鳩地区連合自治会11自治会よ

り、明るい環境のまちづくりという考えのも

とに斑鳩寺周辺整備事業の取り組みを進めて

ほしいという要望が行政に出されました。 

 その内容は、斑鳩寺参道を12メートルの道

路にする、植栽工事をする、斑鳩地区児童公

園の設置をしてほしい、学校・園周辺の道路

を滑らないカラー舗装にする、あわせて下水

道工事とともに側溝の整備をしてほしい、ま

たは阪神・淡路大震災の教訓から公民館が地

域の防災拠点としての使命を果たしているの

だから、斑鳩公民館の移設を希望するなどの

内容であったと聞いております。 

 事業を進めるために、兵庫県の町並み環境

整備事業の補助メニューを活用して、当時

500万円の調査費を受け、県事業として研究

会が進められ、早速先進地赤穂坂越へ全自治

会長が視察され、研究会の発足となりまし

た。その結果、平成10年斑鳩景観形成研究会

が発足し、30人体制で月１回勉強会並びに先

進地視察が進められました。 

 県のまちづくりセンター支援よりアドバイ

ザーも受け、コーディネーターを招き、まち

づくり探索並びに勉強会が繰り返されまし

た。 

 ところで、平成12年になり年度がかわるた

びに自治会長の変更があり、メンバーが一新

しました。日本カラーテクノロジー研究所の

アドバイザーも変更になり、実践的な取り組

みをするということで進められましたが、地

域、地区の個人の門、塀、かわら、棚などの

制限がかけられていくに従いまして強い反対

があり、その後は柔軟に対応できるまちづく

りということで、足元からの景観づくりを誘

導する方法として主要箇所にフラワーポット

を置く活動へと移行されてきたそうです。 

 平成17年には斑鳩寺の建造物、庫裏に続

き、聖徳殿前殿、仁王門、山王舎、鐘楼など

が県の指定になり、建てかえは姫路書写山の

次になるだろうと住職は言われています。す

ばらしいことなんですが、しかし下水道工事

の後、面整備終了周辺道路側溝は整備された

が、斑鳩寺周辺の整備は進んでおらず、上之

町、仁王前、新町、出屋敷、西本町の５自治

会で次の要望書が出されました。 

 斑鳩寺周辺、斑鳩寺参道、松の馬場の整備

事業として斑鳩寺門前にふさわしい道路、側

溝の整備、学校園の通学通園路を安全で安心

して通れるように道路、側溝の整備を進めて

ほしいとのせめてもの要望書も財政難という

ことで打ち消されたという経緯があります。

太子町にとって期待されていた東芝工場の件

も昨年末に希望が断たれました。 

 そこで、太子町のシンボルである斑鳩寺周

辺を再度見直し、強力な観光行政を推し進

め、太子町を活性化してはいかがですか。 

 何といっても先立つものはお金ですが、こ

の際国土交通省のまちづくり交付金制度

（40％）を利用して町並み環境整備事業とし

て５年間計画で進めていくべきだと考えま

す。そのことにより太子町を訪れる人も多く

なり、アピールするために絵はがき、お守り

のみでなく、大阪や東京でも有名になってい

る太子名物、太子みそ、イチジクジャム、み

そあめ、赤米によるかきもち、ポンポン菓子

等の販売も考えていただき、名前のみの“和

のまち太子”でなく、住民が願っている誇れ

る太子町づくりに早急に取り組むべきだと考
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えますが、いかがですか。当局のお考えを伺

います。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 先ほどのご質問で、以前はそういう研究会

が発足してたということでございますが、現

在解散状態になっていると聞いております。

ですから、交付金事業といいますのは、基本

的にやはり地域が組織をつくっていろいろ議

論をされた中で、どういう方向で事業を進め

ていくかということで議論された中でつくっ

ていくものでありまして、そういう中で交付

金事業の対応ができるといったふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 斑鳩地区も連合自治会を

中心にして自治会長さんたちも毎月集まって

いろんな目標を持って地域をよくするための

計画、立案、また実践をしておられますが、

やはり大きなお金がかかわってくることにな

ると、自治会長さんはその地域の仕事を治め

ておられる立場なので、これはやはりお金に

かかわることがまつわってくると非常に難し

いということを言われます。 

 以前立ち消えになっているこの景観形成の

問題について、この交付金を利用して推し進

めていくという行政から強力に進めていただ

くという方法はとれないでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） やはりこうい

う面的な整備につきましては、どうしても地

域の力といいますか、地域の協力がぜひとも

必要となります。ですから、そういう組織を

立ち上げていただきまして、そうした中から

行政としても応援していくと。 

 以前進んでおりましたまちづくり支援事業

としまして、そういうアドバイザーを派遣と

いいますか、呼んでみたりすることも可能に

なろうかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 最近、今年になってから

もお太子さん近辺、また公民館を訪れてみま

すと、たくさんの訪問客、バスが３台も４台

もあって、お客様たちがお太子さんを眺めた

り、仁王門を見たり、または中が殺風景であ

るために公民館の方に来られて事情を聞かれ

るというような実態もあります。二、三日前

も若い住職さんが道路端の草刈りもしておら

れました。けれど、仁王門がほこりまみれで

本当に寂れたお太子さんだなあという声がよ

く上がっております。来客の人たちも感動し

て帰っていただくような斑鳩寺でありたいな

あと住民として強く願っております。 

 前も組織が立ち上がっておりましたので、

大変難しいことかと思いますが、地域の方に

呼びかけてみて、組織を立ち上げていくよう

な方向に私も努力してみたいと思います。行

政の方からも力強い応援をお願いして、この

一般質問についてはこれで終わりにいたしま

す。 

 続いて２問目、命の大切さの見直しについ

て、一般質問させていただきます。 

 ５月12日、太子町中央公民館において、

2007年民主化推進協議会総会が立ち上がり、

太子町４校区においてもそれぞれの分野の代

表が集まって命を大切にする取り組みの総会

などもスタートいたしました。 

 例年同じ人が出席してマンネリ化している

という声がよく聞こえていました。過日行わ

れた斑鳩公民館では、例年だと四、五十人の

集まりなのに、今年は90人もの出席で資料が

全く足りなくて補充されたという実態で、大

変うれしい悲鳴でした。しかし、他校区では

出席云々で大きないざこざもあったように漏

れ聞きます。地域間においては人が常にあふ

れるような運営、いわゆる人と人の触れ合い

を大切にしていただく気配り、心配りをして

いただいて、お互いに学び合い、人を大切に

し合う太子町でありたいと願うものです。 

 戦後60年、多くの人たちの努力によって現

在物があふれています。最近は物の命の大切
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さが分からなくなってきているのではないか

なあと感じます。過日も地域で集まり、溝掃

除を行っている中での会話ですが、店で物を

買っても、ごみは捨てるし、一円玉みたいな

もうお金要らん言うて捨てていく子供が見ら

れるという声が上がっておりました。車社会

になった今、一円玉がなかったらバスや電車

に乗れない体験がないゆえか、そういうため

の金銭感覚なのでしょうか。 

 去る５月21日の老人クラブ総会の１円募金

の報告を思い出しました。年２回在宅福祉、

高齢者福祉に役立てるということで集まった

金額が132万8,144円という大きな金額の報告

がありました。そのお金は、会員の香料

134名、寝たきりの方の見舞い190名、ひとり

暮らしの会費の励ましに150名、地震の見舞

いまたは室内ペタンク、これは障害者用のリ

ハビリ用の道具に使っておられるものです。

そういうものに使われていました。 

 高齢者の方々は、ちりも積もれば山となる

ということを背中で見せておられます。学校

現場も大変な現在であることはよく承知して

おりますが、いま一度あらゆる機会をとらえ

ていただいて、人の命、物の命、お金の命を

大切にする、白紙である学校・園児に教育し

ていただく機会を先生方に心がけていただき

たいなと思って声を上げさせていただきまし

た。ご答弁を伺います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 まず、１点目の民主化推進協議会の輪を広

げるでございますが、太子町民主化推進協議

会は一人ひとりの人権を大切にする明るいま

ちづくりを進めようのスローガンのもと、何

点かの重点目標を定め活動をしているわけで

ございますが、自殺者が年間３万人を超えて

いる現状を考えたとき、ご指摘のとおり、命

の大切さを今以上に考えていく必要を痛感い

たしております。ただし、人の命と物の命を

同列に考えることはできませんので、民主化

推進協議会はあくまでも身近な人権課題を解

決することを目標に活動を継続してまいりた

いと思っております。 

 ただ、自分たちの生活を見直すという点か

らすると、共通する部分も多々あると考えて

おりますので、家庭教育の大切さを見直す中

で、物の命を大切にする教育を推進してまい

りたいと思います。 

 次に、２点目の物の命を見直すでございま

すが、飽食の時代と言われて久しいわけでご

ざいますが、そういう時代であればあるほど

物の大切さを社会全体として教えていくこと

が大切であるというふうに考えております。 

 学校教育の中におきましては、環境問題を

含めたリサイクルの重要性や給食指導では食

材に対し感謝する気持ちを持つこと、あるい

は学校施設を大切に使用することなどの指導

をしているところでございます。 

 また、保護者や子供たちの参加のもと、リ

サイクル運動やバザーによる家庭での不用と

なったものの活用など、いろんな場面をとら

えまして、今後とも指導をしてまいります。 

 また、３点目のお金につきましても、その

大切さにつきましては学校教育の中でも機会

あるごとに指導を行ってまいりますし、今後

も継続してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 花畑奈知子議員。 

○花畑奈知子議員 ただいまの答弁にもあり

ましたけれど、昨今の命を簡単に奪い合うと

いうような悲惨な報道がよくされておりま

す。幸い太子町にはそういうことは全くない

ということで喜んでおりますが、こないだ青

少年育成協議会の会に出席しておりました

ら、最近は電話で親がいないかどうかを確か

めて子供を引っ張り出すというような悪質な

やり方をして子供を誘惑しているというよう

なことを学校の責任者の方が言っておられま

した。 

 あらゆる角度から学校でも教育をしていた

だき、物の大切さについても教育をしていた

だいていると。お金に対しても教育をすると
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いうことを力強い声をお聞きしましたので、

安心して太子町教育委員会にお任せしたいと

考えます。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（北川嘉明） 以上で10番花畑奈知子

議員の一般質問は終わりました。 

 次、５番服部千秋議員。 

○服部千秋議員 失礼します。 

 ５番服部千秋。通告に従い、学童保育の施

設は足りているのかについて質問いたしま

す。 

 保護者が労働などにより昼間家庭にいない

小学校の児童に対し、放課後や長期休暇中保

護者にかわって行う保育である学童保育につ

いて、本町の学童保育の施設は足りているの

か。特に、石海校区の施設が不足しており、

改善すべきではないかとの観点から質問いた

します。 

 太田学童は18年度に是正されましたが、ほ

かの学童はどのようになっているのか、まず

現状をお尋ねします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 19年４月末の学童保育園の在籍状況は、龍

田で９人、斑鳩で47人、太田で116人、石海

で90人の合計262人となっております。 

 ご承知のように、学童保育園はそれぞれ小

学校の余裕教室を利用して開設をしてきまし

たが、太田小学校においては児童数の増によ

り18年度、それまで保育室として使用してい

た部屋を普通教室に戻さなければならず、新

たに学童保育園としてプレハブ２教室を建築

いたしました。このことにより、学校運営面

から、また保護者からも安定した運営が期待

できると安心をいただいておるところでござ

います。 

 ただ、石海学童につきましては、現在やや

広い特別教室を保育室に使用しております

が、一部屋で90人を保育しておりますので、

保育環境は限度を超す状態でございます。 

 当町の状況を見ますと、今後も学童保育園

の希望はまだまだ増加するというふうに思っ

ておりますので、国・県の助成を求め、でき

る限り早い時期に施設整備を図りたいという

ふうに考えておるところでございます。 

 なお、他の斑鳩、龍田の学童につきまして

は、当面今の状態で運営できるというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 今回私が質問しました意図

は、冒頭に述べましたように、石海学童の施

設の充足を図るべきであるという点でありま

す。 

 今の答弁でもありましたが、１つの教室に

90人という現状は、先ほど述べられていまし

たが、学童保育の環境とか、また今後の保護

者の要望とか考えますと、私は早急にこの点

は、今おっしゃっておりますように対処され

るべきだと思います。 

 ただ、今答弁の中で国、県に補助を強く求

めるということでした。これも必要なことだ

と思いますが、これの具体的な進め方につい

て、もう少しご説明いただけたらありがたい

と思います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） この石海学童でご

ざいますが、県の方へ18年度太田学童を新設

する中で太子町の学童計画というのも当然出

しております。その中で２番目としまして、

石海学童の施設整備ということで要望してき

ておりますので、補助金の決定といいましょ

うか、確定次第、できれば補正予算ででも対

応して整備を図りたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 早急な対応を私自身も望ん

でおります。ぜひとも早期の実現に向けて対

策をとられることを要望して質問を終わりま

す。 

○議長（北川嘉明） 以上で５番服部千秋議

員の一般質問は終わりました。 
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 次、２番清原良典議員。 

○清原良典議員 ２番清原良典。通告に従い

まして、何点か一般質問を行いますが、何分

新人でふなれなこと多々ありますので、当局

の方におかれましてはどうぞご寛大に対処い

ただきますようお願い申し上げます。 

 まず最初に、都市計画道路龍野線、いわゆ

る立岡のグルメの館の交差点から北へ太子タ

クシーのある２号線の間において町道との交

差点が数多くあります。同龍野線が開通され

て以来、多くの事故が発生しております。運

転手と歩行者さんがなれない道路ということ

で事故発生に至ったことも確かにあったとは

思われるのですが、数年経過した今も事故は

多発しております。先の４月の選挙中におき

ましても、原因はともあれ、旧国道交差点付

近におきまして死亡事故も起きております。 

 龍野線の現状を私も含め近隣の方々の意見

を集約いたしますと、街路樹が伸び過ぎてい

る、そして視界を遮るフェンス、またそのフ

ェンスに取りつけられたハウスメーカーのの

ぼり、数々の事故発生要因とも思われる要因

が目につきます。 

 昨日、ある安全施設の業者が工事をしてお

りましたので尋ねましたところ、４月に死亡

事故がありましたので、標識を立てていると

の答えでした。このように死亡事故を含む大

事故が起きてからという手遅れにならぬよう

に、つきましては今メイン道路となっていこ

うとしております龍野線との各交差点におけ

る今後の検証並びに対策について、お伺いを

いたします。 

 また、同じくこの龍野線におきまして春以

降になりますと、金曜日の深夜、そして土曜

日の深夜を含め、連休がありましたら必ずと

言ってよいほどオートバイによる暴走行為が

行われております。この区間は大変長い直線

距離もあり、また信号も少ないことから、か

なりのスピードを出していますことから非常

に危険であり、また異常な騒音を出すため

に、付近住民の多くの方が睡眠被害を受けて

おります。 

 この問題は太子町だけの問題ではなく、日

本国じゅうの問題ではあるのですが、まずは

我が町の問題点として、これら暴走族等につ

いての行政における対応方法についてお伺い

をいたします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 今ご質問の場所は県道主要地方道太子御津

線というわけですけども、平成15年８月に供

用開始しております。その間４年を迎えよう

としていますが、旧県道のバイパス道路から

主要道路としての機能になっております。し

かし、既設町道の交差点が多く、事故が多い

のも事実であります。 

 供用開始後、住民の方々からのご指摘を受

け、遠赤プレート、道路照明等の施設を兵庫

県へお願いしまして、その都度対応していた

だいているのが状況です。 

 また、のぼり等の障害物につきましては、

兵庫県屋外広告物条例によりまして規制対象

となっておりますので、兵庫県から委任事務

を受けています太子町が巡回管理、撤去をし

ております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） お尋ねの後段

の部分のお答えになろうかと思いますが、特

に暴走行為におけますところの行政の対応を

お尋ねになったように私は思います。 

 これまでは交通安全全般につきまして、交

通安全週間等々でキャンペーンといったよう

な形でそれぞれの交通課題におきますところ

の問題を町民の皆さんに発信をするといった

広報的な、啓発的な活動が中心になっており

ます。 

 今お尋ねの暴走行為等につきましては、特

に直接的には警察の取り締まり、検挙による

ところがほとんどということになってまいる

んですが、警察力以外で私どもの行政機関で

行っているということにつきましては、先ほ

ど来申しました、この地域から暴走行為をさ
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せない、そういった地域づくりというのが重

要な点でございますので、社会のルールであ

るといったことをこの地域からも発信する

と。議員さんの方からも言われましたよう

に、太子町域だけの問題ではございません。

非常に市、町を越えた中での問題でございま

すので、それぞれ地域社会においてこういっ

た社会のルールといったことの意識づけを明

確にしていくということが肝要であろうとい

うふうに思っております。 

 今後におきましても、やはりキャンペーン

を通したような形で、チラシ等々でそういっ

た社会のルールであるといったことを発信を

し続けていくというふうに考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 清原良典議員。 

○清原良典議員 どうぞ努力していただきま

すようお願い申し上げます。 

 次の質問に移ります。 

 これこそ、地元だけではなく、日本の国内

すべてにおける半永久的な問題であるかもし

れないのですが、近ごろ道路、公園等の公共

の場、そして他人さんの土地等々で所構わず

犬、猫のふんが放置され、当然至るところで

ふん害苦情が発生しております。 

 ふんの放置は非常に不衛生であり、住民の

皆さんが大変不快に感じております。私自身

も犬を１匹飼っており、太子山の上までのコ

ースを散歩道としておるのですが、まことに

もってふんの放置が多いことにあきれます。

私自身は伸縮ハンドルの先に袋をつけて対応

しておるのですが、袋さえ持たずに犬と散歩

をされとる方も多く見られます。これは人の

プライバシーにかかわることもあるかもしれ

ませんが、環境整備の一環としてでもこの問

題に取り組まなくてはならないのではないか

と思います。 

 これらの対策として、一気に罰則規定等の

条例制定までとはいかなくとも、ふん害対策

の一環として早朝、夕方パトロールの実施と

か、ふん害防止啓発用看板の設置、また同パ

ンフレット等の配布等を含め、ペットの飼い

主へのマナー向上につながる対応を行政で行

ってもらえないものなのか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 犬のふん害に

ついてのお尋ねでございますが、ご指摘のと

おり、以前より住民の皆様からの苦情の多い

問題でございました。環境美化といった観点

から我々も対応してまいったところでござい

ますが、現在自治会、地域の皆さんからの要

請におこたえをするような形で、もう既にご

らんになったかと思うんですが、「迷惑、困

ります、犬のふん」といった啓発用の看板を

お出しをして、設置をしていただいておると

ころでございます。 

 また、狂犬病予防接種の際には、飼い主の

皆さんにリーフレット、パンフレットをお配

りをいたしまして訴えをしておるという状況

でございます。 

 それらにつきましては、かなりそういった

道具を持って散歩をされておる飼い主さんも

多くございますので、そのマナーの向上とい

うことには役立っておるなというふうに思っ

ておりますが、ただなかなか根絶といったと

ころまではまいっておりません。今具体の対

応についてどうかというご提案もございます

が、やはり今後もそういった看板の設置、そ

れから町広報、平成18年度では大体３回ぐら

い掲載をいたしておりますが、それらの掲載

も非常にこま数にしましたら、狭いこま数で

もって啓発をしておるんですが、そういった

広報活動につきましても今後も続けてまいり

たい。 

 いずれにいたしましても、先の暴走行為で

はございませんが、地域住民の皆様一人ひと

りに美化意識の高揚といったことが図れます

ように行政、地域の皆様と一体となった取り

組みを今後もしていきたいというふうに考え

ております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（北川嘉明） 清原良典議員。 

○清原良典議員 どうもありがとうございま
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す。非常に時間のかかる問題であると思うの

ですが、住民の皆さんには常に切り離せない

問題ですので、どうぞ今後ともご努力の方よ

ろしくお願い申し上げます。 

 最後の質問に入らせていただきます。 

 建設業者等が公共工事の発注者の入札参加

資格審査において、業者の評価項目の大変重

要な要素となり、大きなウエートを占めてお

る経営事項審査の結果を虚偽申請するという

ことは絶対に許されるべきものではありませ

ん。昔からこの声はささやかれておったので

すが、大きな問題として上がったことはなか

ったと思われます。しかし、これだけ日常茶

飯事、談合、癒着等のマスコミ記事、事件が

頻繁に続いている現状において、業者のラン

クづけをしている上に置いても根本となる審

査結果を虚偽申請しておる不正行為の事実を

許すわけにはいきません。 

 先日より、私も新人研修、さまざまな会議

で赤字やら、やれ財源が苦しい、財源不足と

かよく耳にするのですが、そのような中でこ

のような不正は許されません。よいまちづく

りをしていく上においても不正行為の調査は

必要で、財政再建の一歩と言っても過言では

ないと思います。 

 今後これらの不正行為の排除を徹底してい

くために、指名停止、入札参加資格取り消し

など、厳しく対応していくことが必要と思う

のですが、その対応についてお伺いいたしま

す。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 清原議員のご質問に

お答え申し上げます。 

 議員ご承知のとおり、経営事項審査は、建

設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会

性などを総合的に評価する制度でありまし

て、建設業法27条の23第１項では公共性のあ

る施設または工作物に関する建設工事で政令

で定めるものを発注者から直接請け負おうと

する建設業者は、国土交通省令で定めるとこ

ろにより審査を受けなければならないとされ

ております。経営規模等の評価に関しての権

限は、国土交通大臣または都道府県知事にあ

るところでございます。 

 ご指摘のとおり、入札参加資格の登録に際

し、競争入札参加者の資格として経営事項審

査を要件としており、一般土木・舗装工事の

発注に当たっては、審査の結果の数値により

格付を行っていることからも、客観的な評価

項目として大きなウエートを占めており、虚

偽申請は許されるものではないことは議員と

同様の考えでございます。 

 建設業法第50条第１項４号、第52条第４

号、第53条では、虚偽申請に対する罰則を設

けております。具体的には、申請書類に虚偽

の記載を提出した者、審査に必要な報告をせ

ず、もしくは資料の提出をせず、または虚偽

の資料を提出した者、これについては懲役ま

たは罰金という罰則が設けてあります。 

 建設業法第28条第１項第２号、第28条第３

項では、申請書類に虚偽の記載をして提出し

て得た結果通知書を各発注機関に提出した場

合等、不誠実な行為をした場合には許可行政

庁より営業停止等の行政処分が処せられると

規定されております。 

 先ほど述べましたとおり、経営事項審査は

国または県が行い、町は違法行為の認定を持

たない機関でございます。ただし、これらの

不正行為が明らかになった場合には、本町の

指名停止基準により指名停止措置が講ずると

いうことになるということでございます。 

 不正行為を行った有資格者に指名停止措置

を通して反省と再発防止を促し、きっりとし

た対応をしたいと、このように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 清原良典議員。 

○清原良典議員 先日、余り言いたくなかっ

たんですけども、５月31日にもう新聞紙上に

も出ました太子町内の建設業者が逮捕されと

んですね。これ事実財務諸表虚偽、いわば経

営審査事項の虚偽です。それが、これが初め

てじゃなく、平成17年11月にも同じ財務諸表

の虚偽で太子町の指名業者が逮捕されとんで
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す。結局、それ以後にもやっとるわけです。

そして、虚偽申請だけでなく、数多くの建設

業違反が放置されております。まじめにやっ

とる方も多くおられる中を、今現在もそうい

う不正をやっとる業者が数社おるらしいんで

す。不正に顔を背けたらだめだと思うし、過

去にそういう事例があったのに正面から対処

しなかった責任があるんじゃないかとも思う

んです。まことにもって住民の方々に申しわ

けないと思います。不正な業者が受注をして

利益を上げるということは絶対に許されるべ

きことではないし、今後だけでなく、過去を

さかのぼって調査することも大事なことだと

思います。結局だまして金もうけをするとい

うことは詐欺行為だと私は思います。この

一、二年の間に町内において同じことが繰り

返され、逮捕者まで出ていることに我々議会

人としても、また町当局においても知らん顔

はできんと思うんです。多くの太子町民の

方々からも強くお願いされておりますし、今

後また同僚の議員の方々とも相談して、この

問題について徹底調査をしていかねばならぬ

と思うんですが、どうぞ当局も同等に対処し

ていただきたいと思うのですが。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど申し上げたと

ころでございますが、経営事項審査のいわゆ

る認定といいますか、そういったところは、

経営状況については登録経営状況分析機関が

いたしますし、総合的な評価については県も

しくは国交省がやってるところで、そこが今

先ほど議員おっしゃられた虚偽記載があった

ときは、私どものところではそれを認定する

機関ということではございませんので、先ほ

ども申し上げましたが、これらの不正行為が

明らかになった場合、そういったことで新聞

等でそういう逮捕とかいろんなことが出てお

りますので、そういったことについては、先

ほども議員おっしゃった業者については指名

停止措置をしたところでございます。私ども

のところでは、太子町の指名停止基準という

一つの基準に基づいてその措置を行うという

ことでございますので、それ以上のことはそ

ういった認定機関といいますか、県なり警察

なり、そういったところの捜査を待たなけれ

ばならない状況もございますので、ご理解を

賜りたいと、このように思います。 

○議長（北川嘉明） 清原良典議員。 

○清原良典議員 非常に難しい問題です。と

にかく今後の当局の確固たる対処を期待し

て、今回の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（北川嘉明） 以上で２番清原良典議

員の一般質問は終わりました。 

 次、12番上田富夫議員。 

○上田富夫議員 上田でございます。久しぶ

りで質問をさせていただきます。 

 まず、町長についてお尋ねいたします。 

 庶民の言葉として昔からお上のご政道とい

う言葉がありますが、日本の政治レベルも案

外こんなところでないかと思うんですけれど

も、そこで町長にお聞きしたいのですが、町

長は一体何のために長になられたのですか。

例えば金のため、名誉のため、あるいは50男

の最後の楽しみのためといろいろあろうかと

思うんですけれども、なぜ町長という職を選

ばれて、今どうされようとしておるのかお尋

ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 上田議員、もう一つ、

２番目のも続けてしてください。 

（上田富夫議員「一緒に」の声あり） 

 一緒に。 

（上田富夫議員「あんた一問言うたや

ろう」の声あり） 

 いや、大きい１番で町長という職につい

て、今言う１番と２番がありますので。 

（上田富夫議員「ああそうか、そうい

うことか」の声あり） 

 はい、お願いします。続けて質問してくだ

さい。 

○上田富夫議員 町長は多くの部下をまと

め、育て、それらの人々の努力を通じて仕事

を進めていくと。これはトップとしての当然

の責務ですけれども、その最終責任は町長が
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当然負わなければならないと思いますが、改

めて町長の自負と今まで町長の職におられた

成果についてお尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 この第１番のご質問をちょうだいしたとこ

ろでございますが、私自身今の質問の詳細に

ついて、本当に非常にいかがなものかなとい

うふうに思うところでございます。この首長

の仕事といいますと、名誉とかお金もうけと

か、そういうものでできるものとは私は当初

から思っておりませんでした。我がこの太子

町をいかに住民の皆さんと一緒によくしてい

くかということで立候補をさせていただきま

した。既にご承知のとおり、平成12年６月に

前町長が志半ばでしてご逝去されました。そ

して、８月に町民の皆さんのご支援を賜り、

この職につかせていただいて、今太子町政の

運営を携わっております。 

 昨今地域社会を取り巻く環境等は大きく変

貌し、また少子・高齢化の進行、そして犯罪

の低年齢化、また自然との共生、高度情報

化、住民生活の多様化等々さまざまな問題に

直面いたしておるところでございますが、夢

と希望が持て、そして安全で安心して暮らせ

るまちづくりの実現に向けて私自身は取り組

まさせていただきます。やはり私は町民の皆

さんと同一の目線で皆さんのお声を聞きなが

ら行政を執行させていただきたいと、このよ

うに思っており、また行政は押しつけるもの

ではございません。サービスを提供するとい

うのが役目でございます。私のスローガン、

思いやりと優しさあふれる町、そして“和の

まち太子”の実現に向けて今後も取り組まさ

せていただきたいと、このように考えており

ます。 

 それから、２点目でございますが、これは

首長としての最終責任はとってあるというこ

とはいつも自覚いたしております。そして、

私自身は職員とまた町民の皆さんとともども

行政を遂行する中で、職員には行政マンとし

て地方公務員として今の地方分権が進んでい

く中で、そうしたしっかりとした自分自身の

確立、そして置かれている立場を十分に認識

し、そして職務を遂行してほしいということ

を常々申し上げております。 

 そうした中で、私どもはこうした財政事情

のもとで今町の方といたしましても、物づく

りからから人づくりという観点に立って行政

を進めておるところでございますが、財政健

全化という目的に向けて、投資的事業の抑

制、また事務事業の効率化に努力し、むだを

省き、そして事務事業の効果の薄いものにつ

いては見直しを図っているところではござい

ます。 

 現在、第３次行革大綱の最終年度を迎えて

おります。つい先日も第４次の行革大綱の策

定に当たり会議を開いたところでございます

が、そうした改革を推し進めていき、そして

反面、町民サービスの低下につながらないよ

うにこれはしっかりとやらなければいけない

といつも職員の方にはそのように申し上げて

おるところでございますが、その中でやはり

行政といたしましても、住民の皆さんととも

ども推し進めていくということに関しまして

は、私は昨年ののじぎく兵庫国体少年男子ラ

グビーフットボールが太子町の総合公園で開

催されたわけでございますが、何年もの積み

上げによりまして本当に盛会裏に閉幕するこ

とができたと。これは町民の皆さん、そして

ボランティア、またサポーターの皆さん、た

くさんの皆さんのお力添えがあったたまもの

であると、このように思うところでございま

す。これからも行政にもそうした町民の皆さ

んがどんどんと参画していただいて、私ども

のかけがえのない太子の実現に向けて取り組

みを進めていかなければならないと思ってお

ります。 

 いずれにいたしましても、私自身は首長と

して町民の皆様とともども行政を執行し、そ

して行政職員はサービスの提供者であるとい

うことを肝に銘じて、今後とも明るい太子町

の実現に向けて取り組みを進めさせていただ

きたいと、このように考えております。 
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 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 今町長が金のためでもな

い、名誉のためでもないと、町民のためやと

いうことをおっしゃいましたんで、今のとこ

ろそれは信用いたしておきます。ぜひそうい

う目線で行政を進めていっていただきたいと

思います。 

 トップのあり方というのは、その組織がよ

くも悪くも、例えば極端に言いますと、太子

町の役場の職員がよくも悪くも、これはひと

えにトップの姿勢なんですね。太子町の職員

がよくなることは、太子町がよくなるという

ことなんです。だから、今太子町がいろんな

問題をいっぱい抱えておりますけれども、職

員の姿勢によってすぐに変わることもいっぱ

いあります。ひいては、町長の姿勢によって

すぐに変わることもいっぱいあります。そう

いうことをひとつ肝に銘じていただきたいと

思います。 

 例えば、太子町へ一遍行ってみようかな言

うてバイパスで来て、おりますね、バイパス

を。汚いでしょう。何やこんな町かと。原の

とこおりてもそうですわな。山は削ってもう

とるわね。それで、もう阿曽からあの辺は本

当汚いです。太子北なんかというたら、土は

盛っとるわね、むちゃくちゃや。雨が降った

ら道路はどろどろ。ああいうことを、わし何

で町の職員、関係者、大方300人おるでしょ

う。わずかこんな５キロ四方の狭い町の中に

これだけの職員が毎日うろうろうろうろしと

って、何で分からんのかなあと。そう分かっ

とっても上に上げてこないという、この姿勢

なんです、トップに物事が上がってこないと

いう。これがやっぱり組織として一番大事な

点が今抜けとんじゃないかと私は思うわけな

んですけれども、町長、裸の王様になってえ

しまへんか。下の情報が町長のとこへすぐに

上がってきておりますか。どうですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身はそういう裸の

王様というようなことは毛頭思っておりませ

ん。そしてまた、逆に皆さん方から余りにも

優し過ぎるんではないかというようなことも

言われ、おしかりを受ける点もございます。 

 職員とはやはりどうしたことでも話せるよ

うな体系に持っていかなければならないと、

このように思っておりますが、しかし職員の

中でも上位管理者もございますので、係長、

課長、部長、そうした点も十分に話が通じる

ように、これはトップダウンでは絶対に今の

行政執行できるものでもございませんので、

そうした点はやはりそれぞれの部、課におき

まして対応し、その声を私自身は吸収しやっ

ていきたいと、このように考えております。

そうしたことは一切思っておりません。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 このことは、きょうは避け

て通るつもりやったんですけども、町長ああ

いうふうにおっしゃるんやったら、やっぱり

一つ一つ具体的に言わんとあかんのかなあと

思いますんで、それじゃあお伺いしますけれ

ども。 

 去年、おととしに私の会社の道路を、私道

を下水が誤ってアスファルトを割ったと、

200メートルぐらい。本当は300メートルぐら

いやったんですけど、今現在200メーターそ

のまま、放置したままほってあるんですよ。

去年、おととしの８月ですよ。ほんで、何回

もこちらからどうしてくれんのや言うたら、

何のアクションもないね、いまだに。これ町

長のとこ上がってきてないんかなと思う。上

がってきてほっとんですか、そしたら。私は

善意に解釈しとったんですよ。これは課長か

部長あたりでとめてもうとんやなと。だけ

ど、今聞いたらそうやないとおっしゃるんな

ら、去年８月ですよ、去年の。今から言うた

ら、おととしになるんですかな。８月です

よ。もうぼちぼち丸２年が来ますよ。人のも

のを壊しといて２年間もほって涼しい顔しと

ってね、それどういうことですか。今町長が

おっしゃるんでしたら、私改めて町長にその

件について、もしご存じでしたらお伺いしと
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きたい。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） こういう席でそうした

個々のやりとりというのはいかがなものか

と、このように思いますが、しかし私はそれ

は聞いております。その経緯、経過等々につ

いてはやはりいろいろな事情があり、それ

が、その工事といいますか、カットしていっ

たというところは若干の意思疎通といいます

か、深い理解が得られない中での対応であっ

たことは私も承知いたしますが、しかし利用

者の方に対しましては、それの方がそこを通

す方がベターであろうということで対応をし

ておったということを報告は受けておりま

す。しかし、それが適切であったかどうかと

いうことは、私は担当の方に十分当事者の方

と話し合いをせよということで指示を出した

ところでございます。私が詳細にわたって知

ったのは、お聞きしたときが初めてでござい

まして、その後すぐそういう指示をし、訪問

も職員がしたつもりでございます。しかし、

その結論がどうこうというところは、まだ解

決には至ってないということは十分承知いた

しております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 いや、町長がおっしゃると

おり、この席で私もやりたくなかったんで

す。ただ、余りええかげんなこと言われるか

ら、ついやっぱり言うようになるんですよ。

まだ、解決に至ってない言うて、２年たっ

て、ほんなもんが何で解決してへんねん。こ

うしますということも言うてこないなら、ご

めんなさい言うて、ごめんなさい言うて１遍

頭下げただけやねん。そんな不誠実な態度と

いうのは、僕はやっぱり町長の職員に対する

指導、これは疑いますよ。 

 まだ言いましょうか。 

 こないだの選挙で私に選挙違反みたいなこ

としたでしょう。あれでもごめんなさい、そ

れでおしまいなんや。ふざけたこと言うなっ

ちゅうねん。違うでしょう。行政それで済ま

すんですか、何度も、何をやってもごめんな

さいで。例えば農地なら農地転用して勝手に

家建ててもそれでもええんですか。違うでし

ょう。行政はいかん言うてくるやないか。場

合によったら家つぶせと、これは町だけの責

任やないですけども、県も含めてですよ。だ

から、私は当初に言うたのは、お上のご政道

というわけです。そんなに行政というのは偉

いですかと。 

 で、これ「広報たいし」で、これ全戸に配

布しとってんです。ただしかし、例えば情報

公開と住民参画を推し進めると今も町長言わ

れたんです。これやろう思うたら、町長の毎

日の行動をインターネットに載せられるのが

僕は一番いいと思います。それをやっとる町

ありますからね、市も。これについていかが

ですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身は24時間首長と

しての対応をしているつもりでございます。

その中できっちりとした会議等々はそうした

情報に載せていくというのはやぶさかでござ

いませんが、しかしいつどういうことが入っ

てくるか分かりません。そうした点で変更等

もございます。大きな市町になれば、市また

県になれば可能であろうと思いますが、我々

町といたしましてはそうしたところを若干難

しい面もあるんではないかと。大きな行事

等々は、今私どもの庁内ＬＡＮでは走らせて

おりますので、またそういうところは検討し

ていきたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 私は前もって公開しなさい

言うてないんです。済んだことを言うてまん

ねん。きのうはこういう、それはできるんと

違いますか。何も町長が自分みずからやらん

でも、職員おりますから。きのう９時から

10時までとか、ずうっと行程を毎日公開して

いくと。そうすると、そういうことが私は開

かれた行政、情報公開というのはもともとそ

ういうもんと違いますか。 
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 ある市の、これは市長さんですけども、市

長になったらどんなことが多いいうたら、３

会が多い言うとられます。３会いうて何かい

な思ようたら、集会と宴会と面会と、この３

会が非常に長の仕事としてはごっつう増えて

くると。だから、この辺をどう整理するかが

長としての時間をつくれる仕事やとおっしゃ

ってましたけど、私は初めて委員会に出たん

ですけれども、３つの委員会とも町長はもう

あいさつ５分ほどしてすっと帰られました

ね。聞いてみれば、大体委員会には町長出席

しないということらしいんですけれども、や

っぱり本会議でこんなやりとりじゃなしに、

委員会でもう少しやっぱり町長と議員とがひ

ざつき合わせて生の声で、たとえ１時間でも

２時間でもやるということが大事やと思うん

ですけれども。 

 町長は老人会や婦人会やああいうとこの総

会やなんやというたら必ず出席されるんです

けれども、やっぱりそっちの方が大事です

か。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 私自身もたくさんの公

務を持っております。その中で、今おっしゃ

ってますように、毎月１回のその常任委員会

での出席をおっしゃっておりますが、私はそ

れもいかがなものかと、このように思いま

す。本来あるべき姿の委員会、付託案件があ

る場合は私は出席をさせていただいておりま

す。通常のそうした常任委員会は副町長に対

応していただいておるところでございますの

で、その点はご理解お願いしたいと思いま

す。 

 また、職員に関しましても、部長、課長、

本当に拘束時間が長くなるというようなとこ

ろで、私自身は議会の方にも行政の改革とい

う面では、そうした面よろしくご理解を賜り

たいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 この町報について、内容を

一々言うつもりはないんですけれども、ただ

これが唯一町民の情報源なんです。この４月

号で町長が施政方針で言われたことをかいつ

まんで分かりやすく書かれたと思うんですけ

れども、例えば命を大切にとか、安全で快適

に暮らせる町とかというておっしゃっとんで

すけれども、ちょっと１つだけ教えていただ

きたいんですけども、太子町の耐震診断、こ

れ何％ぐらい進んどんですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今そうしたご質問、通

告制でちょうだいいたしておりませんので、

そうした資料はここに持ち合わせはしており

ませんが、しかしそうした制度が発足して以

来、何度か広報にも掲載させていただき、そ

うしたご希望をお聞かせ願ったところでござ

います。 

 しかし、私ごとでございますが、古い家で

ございますと、その耐震診断を受ける基準に

も当てはまりません。私自身の家も、これは

もう地震がいけば当然倒壊だなというふうに

思っておるところでございますので、そうし

た基準もございますので、そうした点もあわ

せて広報では通知をさせていただいておると

ころでございます。 

 予算関係につきましても、その都度計上さ

せていただいております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田富夫議員。 

○上田富夫議員 言えば切りがないので、こ

の辺でやめますけど、太子町が耐震診断を受

けとんのは大体どれぐらいやというぐらいな

こと頭へ入っとるはずやと思うんですよ、そ

んなん入りませんか。例えば10件やとか20件

やとか30件あるとは分からんでも、行政がそ

れを誘導して、姫路市なんかやってまっしゃ

ろう。ほかの行政いっぱいやっとるでしょ

う。だから、どれぐらいはやったと。例えば

公共施設についてはやってますな、学校とか

そういうなんは。それは当然ですけれども、

当初に言われた住民の生命と命を守るとおっ

しゃるんでしたら、まずはその辺は非常に大

事なとこと違いますか。例えば水やったら、
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あえて言わせてもらいますけど、大して必要

でないあんな浄水設備を十数億円かけてつく

ったでしょう。そこまで配慮されるんなら、

私はもっと耐震の方がと思います。 

 本当に町長が何の欲もないと。ただ、自分

は太子町のため住民のためとおっしゃいまし

たので、今後その姿勢を絶対に崩すことのな

いように、私もそのつもりでおりますので、

ともども行政に携わっていきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○議長（北川嘉明） 以上で12番上田富夫議

員の一般質問は終わりました。 

 次、４番上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 ４番上山隆弘。通告に従い

まして、一般質問をさせていただきます。 

 今回は、４月からスタートしました総務省

が上げております頑張る地方応援プログラム

についてでございます。 

 魅力ある地方に生まれ変わるようにと、地

方独自のプロジェクトをみずから考え前向き

に取り組む地方自治体に対して、地方交付税

の支援措置を講じる頑張る地方応援プログラ

ムが４月スタートいたしました。 

 「地方の活力なくして国の活力なし」、こ

れは安倍首相の所信表明の中の言葉ではござ

いますが、そのもと、過去にも質問いたして

まいりましたように、国は地方に対する分権

の中から新しい支援措置の方法をいろいろと

考えております。そういった国が考える地方

の支援施策に対して、どのような生かし方を

していくのかという考えをお尋ねいたしま

す。 

 また、その頑張る地方応援プログラムのプ

ロジェクトに対する考え方の中身で、新たな

活力の創出を行う工夫について、そういった

部分がございますが、当局はそれにつながる

事業を現段階の町内の取り組み事業の中でど

のようなものがどのようなものに当てはまる

とお考えか、その取り組みについて、ここで

上げ、説明を求めます。 

 また、その取り組みの工夫についても同じ

く説明を求めます。 

 そして、頑張る地方応援プログラムプロジ

ェクトの連携となる補助対象事業がございま

して、その関連事業に各省との連携対象とな

る補助事業が示されているとは思いますが、

その中身においても取り組む事業において、

先ほどの内容と同じく町の関係するもの、ま

たそれの工夫について説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、私の経済建設部ではやはり、完全に

はこの地方応援プログラムには合致してない

んですけども、区画整理事業、今現在太子町

でＪＲの西北、西南というところで事業につ

いて説明会等を行っておりますが、これにつ

きましてまちづくり交付金事業として対応で

きるんではないかといったことから、国土交

通省関係ではこれが若干似ているんではない

かと。その中で、企業立地とか観光資源の交

流とか、そういうものもあるわけでございま

すが、これにつきましてはやはり、先ほど景

観形成の問題と絡めまして対応できる可能性

もあると。ですから、これにつきましても、

場合によっては地域が協議会等、そういう組

織を立ち上げることによりましていけるんで

はないかというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 頑張る地方応援

プログラムのプロジェクトの考え方というこ

とでございまして、新たな活力の創出を行う

工夫について、どのように考えているかとい

うことの質問でございますが、町の活力の創

出は施策の一分野のみで達成できるものでは

なく、さまざまな施策の結果として創出され

るものでありまして、高齢化率が県下で３番

目に低く、西播磨で唯一人口が増加している

本町の特色から考えますと、町内に満ちあふ

れる子供たちの笑顔、その健やかな成長が新

たな活力を生み出す一つであるというふうに

考えております。 

 その取り組みにつきましては、幼稚園預か
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り保育、学童保育の実施や児童館の運営等、

今までの取り組みをさらに推し進めるととも

に子育て学習センター、生涯学習センターの

拠点整備、本町独自の施策である同一世帯か

らの３人以上の児童が保育所等を利用してい

る場合の３人目以降の児童の保育料無料化

等、子供が住みやすい町、子育てがしやすい

町太子町を目指すということでございます。 

 冒頭に申し上げましたように、町の活力と

いいますのは、さまざまな施策の結果として

創出されるというものでありまして、総合計

画に掲げてある施策を着実に推進し、活気あ

ふれるまちづくりを行っていくということで

ございます。 

 次に、各省との連携対象事業ということで

ございますが、ご承知のとおり、頑張る地方

応援プログラムといたしましては、地方が独

自のプロジェクトを考案し、前向きに取り組

む地方自治体に対しまして、地方交付税措

置、また補助事業の優先採択等の支援が行わ

れるという制度でございます。 

 補助事業の優先採択事業につきましては、

本町といたしましては関係する事業は揖保線

の道路整備事業に充当いたします地方道路整

備臨時交付金というものをしておりまして、

これにつきましては既に内示を受けておりま

す。したがいまして、特にそういったものに

対してのプロジェクトというものは現在のと

ころ考えておりません。 

 地方交付税措置の関係の方でございます

が、それにつきましては太子町では少子化の

進展、そして子供の安全確保、子育て支援等

子供に係る行政ニーズの高まりを踏まえまし

て、子どもスマイル100％プロジェクトとい

うものを本町のプロジェクトとして立ち上げ

ております。プロジェクトを構成する事業と

いたしましては、19年で計画しております既

存の６事業で構成しておりまして、その内容

につきましては、現在太子町のホームページ

のインフォメーションのところで紹介をいた

しております。それにつきましては、今後３

カ年のプロジェクト期間中、子供の笑顔が満

ちあふれる町太子ということを目指しまし

て、子育て支援の充実、障害児療育などに取

り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 兵庫県は村がない県でござ

いますが、昔から非常に、藩の体制のときか

ら兵庫県は広くて、その地域地域ごとに特徴

があって、なかなか一つの県でまとめるのが

難しいというような状況から県民局ができた

と。そして、平成20年には太子町１万人以下

の町がゼロになります。これだけ地方分権の

波が兵庫県にも進んできておるということで

はないかなというふうに思うんですが、その

中で今回質問いたしました内容にしまして、

国がこうして新しい形で地方を応援するとい

う内容については敏感になっておかなくては

いけないのではないかというふうに思うわけ

です。都市部と地方部では経済成長のスピー

ドのタイムラグから、どうしても現在のよう

な日本の景気拡大局面では一時的に格差は拡

大してしまうものだという方もおられます

が、人口減少社会へ転換していく中で中央と

地方、それから都市と農村の関係が大きく転

換していく中で、新しい社会システムが構築

される過渡期にあるというふうに考えており

ます。そういった意味で、地方に対する短期

的な課題としてではなくて、長期的な視点か

ら問題をとらえ直し、システムを促すための

地方対策が必要であり、それの始まりが今見

えかけているのではないかなというふうに考

えます。地方みずから、内のパワーといいま

すか、内部から発揮される発展力とシステム

のその転換の中で地方は内部的にみずからを

見詰め直して強くしていかないといけないの

ではないかなというふうに考えております。 

 その中で今回の地方応援プログラムという

のは、地方の背中を押すような支援であるの

ではないかなというふうに考えます。先ほど

の子供の笑顔が満ちあふれるプロジェクト、

今回のこのプロジェクトは入り口支援とその

成果指標支援、この２段構えでの支援プロジ
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ェクトになっております。その入り口支援と

いうのは、そのプロジェクトを独自が立てる

ことによって、その独自の判断に対して総務

省はこれを審査しない、これはプロジェクト

なんです。応募をすれば、ほぼ内容が努力し

ているなという形が見えれば支援策を講じる

といったような措置の形状のプログラムでご

ざいます。 

 ということは、先ほどの子供の笑顔が満ち

あふれるプロジェクト、これもうホームペー

ジに出されているんであれば、これを応募す

ることによって総務省のホームページに上げ

られることによって、もう自然に支援の措置

がとられると。そして、その努力の形を見な

がら、現在私が調べておる状況では、ちょっ

と資料が……。 

 まず、取り組みの経費支援500億円程度、

単年度で１つの自治体に対して3,000万円ま

で３年間の措置が講じられると。それから、

成果指標に対しての交付税、算定に反映され

る分ですが、これが今2,200億円程度を見込

んでおると。19年度に対しましてその評価の

内容なんですけども、行政改革指標、転入者

人口、農業産出額、小売業年間商品販売額、

製造品出荷額、若年者就業率、事業所数、ご

み処理量、出生率と。太子町はそれだけ若い

町であるということであれば、そういった部

分の今の取り組みを報告をし、これに応募を

するだけで支援策がとられる可能性が十分に

あるというところがございます。そういった

部分でその取り組みについて、いま一度答弁

をいただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、プロジェ

クトの支援措置といたしましては、まず地方

交付税による支援といたしまして、19年度に

おいては2,700億円程度の支援が全国に対し

ましてあると、まずいうことですね。これは

あくまで地方交付税ということでございま

す。その中で市町が取り組むプロジェクトに

対しましては特別交付税措置として３年間国

は500億円程度を交付するということでござ

います。その中で単年度で各自治体3,000万

円という限度がございます。そして、その地

方交付税の中には特別交付税と普通交付税と

いう２種類がございますので、その普通交付

税の算定に対しまして2,200億円程度を分散

するというんですか、交付するということで

ございます。その成果指標、今言いました入

り口支援といたしましては、特別交付税措置

で500億円程度、各市町3,000万円単位で交付

していくと。そして、成果指標といたしまし

て、普通交付税に対して2,200億円を分散し

ていくということでございます。 

 その普通交付税に対しましては、通常太子

町の場合でしたら、現在19年12億円でした

か、ちょっと記憶はあいまいですが、十二、

三億円その普通交付税が入っております。そ

ういったものに対しまして、今議員がおっし

ゃいました、その行政改革指標、それとか農

業産出額、出生率、そういったものを加味し

て、その実績に応じた成果によってその交付

税を整理をしていくということでございま

す。それは太子町現在12億円程度という中

で、これが11億円になるのか、13億円になる

のかといった国の方の配分でございます。 

 最終的には、特別交付税に対しましては既

に策定をして住民に公表、まずホームページ

によって公表する。それによって、今度６月

末におきまして、総務省の方が全国的な公表

をホームページによっていたすということで

確定するわけでありますが、一応先日の神戸

新聞の方でも載っておりましたが、兵庫県下

においては37市町が対象として既にもう上げ

られているということでございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 ありがとうございます。そ

ういった中での対応として、なぜこの質問を

するのかというのは、庁内におけるみずから

誇りを持てる町にするという考え方を持った

上での政策的な取り組みに対して、いろいろ

と検討する時期が大変そこまで迫っているん

じゃないかということを提言したいところで

ございました。 
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 国もそういった意味では住民のニーズをキ

ャッチするために形を工夫しているというこ

とで、一番身近な住民に近い行政体は自覚と

誇りを持てる魅力ある地方づくりの実現を目

指して単独で頑張っていく以上、今後も取り

組みに前向きな検討を期待し、今後もこの太

子町という地方自治体のあり方については質

問を行っていきたいと思います。 

 続きまして、２番目の質問に移ります。 

 若手職員のプロジェクトを発足させる提案

についてということですが、青森県の藤崎町

では１万6,700人の人口規模の町ですが、若

手職員で構成されるFujisaki A Projectを発

足させております。内容は、若手の希望者で

男６人、女２人、平均年齢は30歳。「Next F

ujisaki～みんなでつくろう新しい地域協働

のまちづくり」をテーマとして月２回定例会

を開き、めど月を決め、報告書を提出する形

としているということですが、こういった若

手職員の政策立案能力の向上と人材育成の面

から取り組みについて有効であるというふう

に考える面がございますが、町長の考えにつ

いて説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 議員提案されておりま

すこの件は、若手職員による政策研究グルー

プ活動だろうと、このように思うところでご

ざいますが、この制度は多くの団体も取り入

れられ、取り組みもされております。我々そ

の取り組みといたしましては、若手職員に対

しまして指名また募集、そして特定のテーマ

等々を与えまして、そうした研究をするよう

にということで、またその成果を発表させる

ものと、もう一つは、任意で組織をつくりま

して、そのグループによって自主的な研究成

果に対し、支援または報奨を与えるものと２

通りのやり方があろうと思います。ともに職

員の政策形成能力の向上に向けて、そうした

ことが考えるところでございまして、斬新な

発想のもとに政策への反映等を目的としたも

のであろうと、このように思っております。 

 本町におきましては、同様の目的を持った

取り組みといたしましては、県の自治研修所

が実施いたしておりますそうした研修会、市

町職員合同でございます。そうした研修会へ

の取り組み、参加も呼びかけておりますが、

しかしこれは何分１年間を通しての研修でご

ざいまして、応募は少のうございます。やは

りそれぞれの日常業務を対応しながらのこの

グループへの参加でございますので難しい面

がございますが、反面１週間以内の政策形成

研修、また法務研修等には多くの職員が今参

加いたしておるところでございます。 

 そして、そうした若手の職員の考え方を施

策に生かすという点におきましては、行政改

革検討委員会の策定グループ、作業グループ

等を若手職員のみで形成する中で、そうした

若い職員の意見が反映されてきておるという

ところでございます。 

 そしてもう一点は、平成16年から職員提案

制度という制度も設けまして、いつでもだれ

でもこういうことを改革しようとか、自分が

思ったことを提案できる制度も持っておりま

して、そうした応募もあり、中には取り上げ

た、実施した事項もございます。 

 何分こういう時期でございますので、そう

したご提案の趣旨を踏まえまして、若手職員

の人材育成の方法として、これからも私ども

も調査研究をしていき、また新たな取り組み

も考えなければならないだろうと、このよう

に考えております。ありがとうございます。 

○議長（北川嘉明） 上山隆弘議員。 

○上山隆弘議員 現在の取り組みの状況の中

での説明をいただきました。太子町の職員様

を見られる目というのは、公務員が見られる

目というのは、必ずしもいつもいい風向きで

はないと思います。しかしながら、私も消防

団でかかわる中、または何かのイベントで会

う中で、非常に一生懸命に動いておられる職

員を目にすることも多々ございます。その職

員の方とやはり話をさせていただきますと、

町のことを非常に考えておられる気持ちがあ

るということを感じることが私の１期目の４

年間にはございました。そういった方々が取



－42－ 

り組む新しい政策、今時代の移り変わりも早

く、新しい政策の展開がどんどん行われてい

く中で、太子町があってこその皆様職員であ

り、逆に太子町があってこその町民でありま

す。そういった意味で職員の方々の育成とい

うのは未来のためにも今後もいろんな意味で

検討をしていく必要があるのではないかなと

いうふうに思っております。 

 そういった意味で若手の職員がグループに

なり研究をするということは、もしかすると

その政策提案においてもおもしろい案が出て

くるのではないかなというふうに考えるとこ

ろもございます。逆にそういった人材がいな

い町では本当に困ってしまうわけですから、

私は可能性が多く秘められた職員がたくさん

おられるなというふうには思っておりますの

で、今後ともその若い職員の育成については

いろんな意味で力を注いでいただきたいと思

います。 

 これで、４番上山隆弘の一般質問を終わり

ます。 

○議長（北川嘉明） 以上で４番上山隆弘議

員の一般質問は終わりました。 

 次、７番井村淳子議員。 

○井村淳子議員 失礼いたします。７番公明

党井村淳子。通告に基づきまして質問いたし

ます。 

 まず初めに、妊産婦無料健診の拡大につい

てであります。 

 妊産婦健康診査は、厚生労働省の通知によ

りますと、妊娠初期から分娩までを14回程度

の受診が望ましい回数として示しています。

また、最低限必要な健診回数は５回とされて

います。費用は地方交付税措置であります

が、これまで国の予算に計上されてきた妊産

婦健診への助成はおおむね２回として130億

円が財源措置をされてまいりました。これ

が、この19年度には子育て支援事業の200億

円と合わせまして330億円となり、２倍以上

の700億円に19年度は増やされております。

このことにより厚生労働省は、全額を国の負

担で賄う無料健診の回数を現在の２回程度か

ら５回以上に拡大するように奨励もしており

ます。 

 ところで、兵庫県の妊産婦無料健診は全国

で最も遅れておりました。今まで１回もなか

ったところに、18年３月定例議会でも紹介い

たしましたが、公明党兵庫県本部として18年

１月に妊婦健診の負担軽減を求める署名活動

を展開し、41万人の署名簿を井戸知事に提出

した結果、18年７月より妊娠22週以降の方に

上限１万5,000円として100％県費で１回の妊

婦無料健診助成制度がやっとでき、太子町に

おいても妊婦後期健診として受診券の交付を

しているところであります。 

 厚生労働省は５回程度の公費負担を実施す

ることが原則と各市町村に通知をしておりま

す。新聞報道も妊婦健診無料５回へとなされ

る中、当局としてはどのように取り組まれる

んでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 妊婦健康診査

のお尋ねでございますが、今井村議員ご指摘

のとおり、昨年18年推移をしてまいりまし

た。このたびその国の方が言っております方

向での拡大の方向についてお尋ねが今ありま

したんですが、ちょうど１年の経過といった

点がございますので、すぐさま国が言います

５回以上といったことにつきましては非常に

困難というふうに考えております。 

 といいますのも、確かに厚生措置というの

は国の言われるとおりなんですが、この健診

だけをとらまえてといった内容というふうに

は思いませんし、なかなか昨今の財政的な問

題というのが一番大きな私は要素であると思

っておりますが、そういう子育て対策、これ

ら全般を見ました中で、今国が言ってきてお

ります助成回数の増加等々につきましては、

検討していくということで今のところは臨ん

でおるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 確かに答弁していただきま

したように財政難である、そういうことから
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今すぐには取り組めない、そういうことでご

ざいますが、妊産婦無料健診の回数や給付の

方法などは本来実施主体は市、町であるわけ

なんですね。そこへ持ってきて、兵庫県は遅

れている。全国的に見ても実施してるところ

はもうかなり多い。そういう中において、本

当に同じ日本に住みながら今大変な市町間の

格差が出てきている。こういうときに厚生労

働省が５回を何とか推し進めたい、そういう

思いで発表されているわけです。平成16年の

調査で、秋田県では県内の実施回数が平均８

回、香川県では４回、富山県も４回、また国

の助成を上回って実施している市町村も多く

あります。 

 先般の厚生労働省の通知を受けて、愛知県

の大府市のように、この19年４月から従来の

３回から15回へともう一気に公費負担をした

ところもあります。ちなみに県下でも既に神

戸市はしておりましたが、18年度より三木

市、また播磨町、丹波市、19年度より尼崎市

も前期無料健診を実施することにしておりま

す。既に始まっております。 

 妊婦健診無料５回と新聞報道がなされる

中、町民よりは太子町はいつからこのことを

実施するのですかという町民の声をよく聞く

ことがあります。これだけマスコミやらテレ

ビで言われますと、当然のことであると思い

ます。太子町の取り組みが遅れている中、今

後の取り組みについて、再度町長のお考えを

お尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） ご承知のとおり、今県

の方では10割補助ということで、国の方では

５回をめどにというところでございますが、

やはり財源的に町すべてが最終的にはこれは

持ち出さなければいけないという事業になっ

てこようと、このように思っております。そ

うした中での取り組み、今年度は一応380人

分で500万円強の予算を組まさせていただい

ておりますが、そうしたところ、我々の予算

の中で対応できる範囲でこれは検討していか

なければいけないだろうと、このように思っ

ております。最終的には太子町もその最低５

回という線には近づけていきたいなというふ

うには思っております。 

 先ほど来おっしゃってますように、今実施

している市町は大体裕福なところが多いな

と、このように思うところでございますが、

やはりそれぞれで格差があってはいかがなも

のかと、このようにも思います。財政的に十

分研究しながら取り組みをさせていただきた

いと、このように思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 行政の思いはもう大変よく

分かります。18年３月の定例会でも町として

の妊婦前期の健康診査をと要望もしてまいり

ました。この通知を受け、ぜひ全国基準の５

回の無料健診を実施していただきたい思いは

やまやまでありますが、厳しい財政状況の

中、今前向きなお答えも聞きました。一気に

５回とまではいかなくても、せめて次の段階

として前期健康診査からでも一日も早い実施

を要望いたしまして、次の質問に移りたいと

思います。 

○議長（北川嘉明） ただいま井村淳子議員

の一般質問中でありますが、この際、暫時休

憩いたします。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時47分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き一般

質問を続けます。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 午前に引き続きまして２点

目の質問に移らさせていただきます。 

 妊産婦に優しい社会へ、マタニティキーホ

ルダーの配付について質問いたします。 

 マタニティキーホルダーは、妊娠中の女性

が身につけて、妊産婦への配慮を促すために

厚生労働省が全国統一のデザインを公募し、

18年３月に決定したものであります。 

 公明党は子供優先社会、いわゆるチャイル

ドファーストを目指す観点から、マタニティ
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マークの普及をしているところであります。 

 皆さんのお手許の質問通告に印刷しており

ますのがそのマタニティキーホルダーで、色

はピンクとなっております。今年３月には柳

澤厚生大臣も母子手帳交付時の配付が最も効

果的であるとの見解を示し、19年度の地方財

政措置にこの費用を盛り込んだことを明らか

にいたしました。各自治体へも既に通達され

たと聞いております。 

 妊娠初期は妊娠していることが分かりにく

いため、電車内など公共の場でなかなか配慮

が得られない状況にあります。そこで、妊娠

していることをさりげなく周囲の方に理解し

ていただけるようなマークをあしらったマタ

ニティキーホルダーを配付してはどうでしょ

うか。当局にお尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） ただいまのマ

タニティキーホルダーの件につきましてお答

えをしたいと思います。 

 恥ずかしながら私も厚生労働省から来てお

ったというのが、今議員さんの方から教えて

いただいたということでございまして、慌て

てといいますか、関係者等に聞いてみまし

た。 

 なかなか配慮していただくという部分につ

きましては、妊婦さんはほとんどがありがた

いことだというふうに思われるというふうに

思いますし、またこのバッジなりキーホルダ

ーの所持、着装ですね、これにつきましては

それとはまた別でちょっと考えるかなという

答えが多かったように思います。 

 早速でございますけれども、母子手帳交付

時あるいは母親教室等の機会をとらえまし

て、妊婦さんの意識調査といいますか、要望

調査といいますか、それを早速手がけたいと

いうふうに思っております。その意識調査を

行ってみまして、どうやっていくかというこ

とを改めて考えていきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ただいま答弁をいただきま

して、何人かに聞かれたんでしょうか、所持

するには抵抗があるっていうことも返事が返

ってきたとおっしゃいました。また、要望等

もあるのかどうか、これからニーズ調査もさ

れていくということもお聞きしました。 

 しかしながら、これは厚生労働省が全国統

一のデザインを公募し発表したものでありま

すし、全国的に、特に関東の方ではもうメジ

ャーになってきているものであります。土地

柄が違うと言えば違うかもしれません。通勤

電車に乗っていく方がそんなに太子町として

は多くないかもしれませんが、やはりこうい

うデザインされたマークが関東の方でも喜ば

れている、そういう中にあってはやはり太子

町も障害者の車いすのマークとか耳マークと

かいったような位置づけでこれからも取り組

んでいただきたい、そのように思う次第であ

ります。 

 特に、太子町にとってもたくさんの一戸建

て住宅が建ち始めております。その中で共働

きの方もたくさんいらっしゃいまして、フル

タイムで働いて、本当にこの太子町の女性の

方は女性の社会進出も目覚ましく、また妊娠

後も仕事を続ける女性が大変増えてきており

ます。また、妊娠初期の女性にとって、個人

差もありますが、周りに押されたり席を譲っ

てもらえなかったりとつわりのひどい時期も

つらい思いをして働いている女性がたくさん

おられます。こういうことは男性にはなかな

か分かりにくいかもしれません。 

 このマタニティマーク自体がまだまだ、

18年３月ということで、１年少々しかたって

おりませんので認知されるにはまだ至ってお

りませんが、今全国で公明党の女性議員がこ

のマタニティのキーホルダー、またマタニテ

ィマークについて啓発を行っているところで

あります。既に加古川、明石を始め全国の至

るところで普及が始まっております。ぜひま

たニーズ調査をしていただき、意識調査もさ

れるということですけれども、その前に４カ

月じゃなしに、妊産婦の方の４カ月のときで
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すか、交付される母子手帳の交付のときに先

に太子町が持っておいて、その時点で配付し

ながら、希望者にだけでも配付するという方

法は考えられないでしょうか。再度お伺いい

たします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） その方法等も

話はしてましたんですが、まずはどういった

ふうに思われとるか、またこのマークの認知

度といいますか、割と町の中で見かけること

が多ございますと、なかなか抵抗感がないと

いうことになるんですけれども、どうもこの

あたりでこういったことに目を触れるといっ

たことが、まずほとんどないんではないかな

ということから、まずは意識調査、それから

このマークの認知度調査といいますか、そう

いうところから手がけて、それからというこ

とに結論づけたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 これ以上やりとりしても先

に進みませんので、ともかく意識調査をされ

るんでしたらしていただきまして、ニーズが

あるかないか、まだこれから未調査で分かり

ませんけれども、できるだけこのマタニティ

マーク自体がこれからの認知されていくマー

クであるということを踏まえていただきまし

て、母子手帳交付時等に希望者だけでも配付

していただけますように提案をしておきまし

て、次の質問に移らさせていただきます。 

 次に、食物アレルギー対策についてであり

ます。 

 食物アレルギーは軽度のものからアナフィ

ラキシーといって、時には命にかかわるほど

重篤なものまでさまざまであり、アレルギー

を引き起こす食品も卵、小麦、ソバ、大豆、

乳製品等々多岐にわたっております。 

 アナフィラキシーは、ハチの毒や食物、薬

物などが原因で起こる急性アレルギー反応

で、意識消失などのショック状況に陥り死に

至ることもあります。カナダでのピーナッツ

アレルギーで15歳の少女が亡くなった事件

は、みんなの記憶にあるのではないでしょう

か。 

 さて、アレルギーといえば、国民の３人に

１人は何らかのアレルギーを持つと言われ、

ぜんそく、アトピー皮膚炎、花粉症などが一

般的であります。食物アレルギーは余り知ら

れておりません。しかし、近年日本でも食物

アレルギーに対する取り組みが始まり、食品

の成分表示もされるようになり、近くのスー

パーでも卵抜きのマヨネーズや大豆が使われ

ていないしょうゆなども売られるようになっ

てきております。まだまだ世間ではアレルギ

ーの子供を持つお母さんは神経質なお母さん

とか、またその子供たちはわがままな子供と

か誤解されることも多く、一般にこの食物ア

レルギーが理解されるまでには至っておりま

せん。それが今の現状です。 

 そこで、４点お尋ねいたします。 

 １、個々のアレルギーの原因や症状につい

て、学校として把握しているようですが、ど

のようにして実態調査をしているのか。ま

た、町内各幼稚園、小学校、中学校の食物ア

レルギーの生徒は何人いるのか。 

 ２、アレルギーの持つ児童への給食の対応

はどのようにしているか。 

 ３、食物アレルギー児童・生徒の給食費に

ついての対応についてもお答え願います。 

 ４番目、アレルギー対応給食の実施を望む

声をたくさん聞いておりますが、以前予算か

決算委員会で聞いたときには、今の給食セン

ターでは対応できないということでありまし

た。確かに今の給食センターを見ますと、毎

日約3,800食もの給食をつくるのでさえ、現

状は手狭になってきております。そんな中、

昭和48年から稼働し、センターは34年を経過

しておりますが、給食センターの老朽化で

19年度は改築基本構想策定や調理業務に関し

ても検討していくとの段階であります。 

 今後このアレルギー対応給食について、こ

のセンターの老朽化、また改築なり建てかえ

をする中でどのように取り組んでいかれるの

か、当局にお尋ねいたします。 
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○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 質問にお答えをい

たします。 

 まず、１点目でございますが、これは調査

によりまして食物アレルギーの人数でござい

ますが、幼稚園で25人、小学校では106人、

中学校では58人、計189人でございます。 

 ２点目の給食の対応につきましては、アン

ケート調査により牛乳アレルギーを持つ園

児、児童・生徒に対しましては牛乳は出して

おりません。副食につきましては、アレルギ

ー反応を引き起こす物質、いわゆるアレルゲ

ンが多種にわたり、人数も多いので、除去が

難しいのが現状でございます。そのため保護

者には事前に詳しい献立の材料表を提示しま

して、担任と本人で確認して、原因のアレル

ゲンを除去して食べております。ただし、重

度の場合は弁当の持参をお願いしているのが

現状でございます。 

 ３点目の食物アレルギー児童・生徒の給食

費につきましては、牛乳アレルギーの場合は

牛乳代、重度の場合は弁当持参でございます

ので、給食費はいただいておりません。ただ

し、副食のアレルゲンを除去して食べる場合

には通常の給食費をいただいております。そ

のため、担任が食べられるおかずの量を増や

すなどの配慮をいたしております。 

 ４点目のアレルギー対応の給食の実施につ

きましては、現在ウエット方式である施設で

あること、また衛生管理面においても昭和

48年に建築された調理室のレイアウトでは対

応できないのが現状でございます。ちょうど

本年度センターの改築に向けて基本構想を策

定いたしますので、その中で検討課題として

取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それぞれに再度質問してい

きたいと思います。 

 １番目のアレルギーの生徒の人数はお答え

いただきましたが、どのように実態調査をし

ているのかという点と、この189人がどんな

食物アレルギーなのか。例えば小麦とか牛

乳、卵、大豆ですね、内訳についてはとらえ

られているのか。また、アナフィラキシーと

いう症状に陥るような児童はいるのか。 

 先ほど給食を食べられない、そういうアレ

ルギーの多い子供たちは弁当持参ということ

だったけれども、そのお弁当を持参されてい

る児童の人数を幼・小・中とともに答えてい

ただきたいことが１番目であります。 

 ２番目でありますが、プリントでチェック

をしていただいていると、また牛乳に関して

はアレルギーのある子供には出していないと

いうことでした。ほんで、学校の給食が一部

または全部食べれないということで、アレル

ギーのある児童は好き嫌いがあってわがまま

で食べていないというように誤解される面も

あると同じクラスの方からも聞いたことがあ

りますが、子供を持つお母さんから聞いたこ

とがありますが、そのクラスの中で児童・生

徒にどのように指導をしているのかもお聞き

したいと思います。 

 それから、３点目でありますが、給食費に

ついて、牛乳は取っていない、そのほかの部

分についてはお金をいただいている。食べれ

るものについて量を増やしているということ

でした。数えやすいものですから、牛乳に対

しては減額をしているんだろうなっていうこ

とは分かるんですけれども、特に減額対象と

かは決めておられないんでしょうか。 

 それと、パンなども数えようと思えば、１

個の個体ですから、数えられると思います

が、そういうパンの減額対象というんです

か、それを考えることはできないでしょう

か。保護者の方から申請していただければ、

パンとしてもできる思いますが、それについ

てもお答えいただきたいと思います。 

 ３番目の給食対応、アレルギー対応の給食

の実施ということですけれども、これは現在

の給食センターではウエット式で、今は大分

ドライ方式というのが浸透してきますので、

今の場所では当然無理だということは分かり
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ます。今後アレルギーの対応給食について検

討課題にしていただくということで今答弁し

ていただきましたが、このアレルギーの子供

を持つお母さんは毎日献立ごとの調味料や何

の材料でできているのかが詳細に書いてある

給食メニューをもらって、事前にそれにかわ

るものを持っていかせたりして、本当に普通

の人の何倍ものご苦労をされております。主

婦にとって３度の食事を普通に考えてつくる

だけでもかなりのストレスで、ましてアレル

ギーの子供を持つ親はもう細心の注意を払い

ながら一年365日頑張っているわけです。中

にはこの子供を連れてもう死のうって思っ

た、そこまでひとりで考え込まれるお母さん

もいらっしゃいます。 

 こういう状況でありますので、この今回の

19年の改築基本構想がこれから策定される中

で、いろいろ中身についてはセンター方式で

いくんか、またいろんな調理業務を委託され

るんであるとか、いろんなことが事前に考え

られて、最終的にどういう形にしていくかと

いうことが決まっていくと思いますが、ぜひ

ともこのアレルギーの対応については実行を

していただきたいということを望んでおりま

す。 

 １、２、３については次長がお答えいただ

いて、４番目のことについては再度町長に答

弁を求めたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 失礼します。 

 まず、１点目のアナフィラキシー、要する

にアレルギーで特に症状のひどいというよう

な生徒はどうかということでございますけれ

ども、私どもの方ではそこまでは今つかんで

おりません。 

 それと、食物いわゆるアレルギーの反応を

起こしやすい食品の材料についてはどうかと

いうお尋ねもございました。給食センターの

方ではその材料をもってただいまお答えいた

しましたけれども、これについてはそういう

対応の給食を現在のところ非常に難しいとい

うことでいたしておりませんので、そういう

材料に伴う給食対応しておりませんので、そ

こまではつかんでおりません。 

 それと、ご質問の中でもございましたんで

すけども、特定材料ということで５つの品目

がございますけども、卵、牛乳、小麦、ソ

バ、落花生、特にこれにつきましては、食品

衛生法の関係で加工食品については当然そう

いう表示義務があるわけでございますけど

も。 

 それと、２点目のパンですけども、これに

ついても今のところはつかんでないというこ

とでございます。 

 それと、弁当持参につきましては、幼稚園

が１人、小学校では10人、中学校では１人と

いうことで、計の12人でございます。 

 抜けとりましたら、またお願いします。以

上でございます。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） ４番目のご質問にお答

えいたします。 

 このアレルギー、本当にお子さんにとられ

ましては、気分的にも生活面でも大変なウエ

ートを占めておるんではないかと、このよう

に思うところでございますが、そうした中、

先ほど次長が答弁しておりますように、今の

現有施設ではなかなか対応は難しいと。ま

た、このアレルギーの種類といいますか、い

ろんな部門で、先ほどおっしゃってますよう

に、牛乳なりパンなりいろいろな面での一人

ひとり違いがございますので、その対応をし

ないといけないということで、今の現時点で

は難しいだろうと、このように思いますが、

本年度19年度において基本計画を今策定をす

る運びにいたしておりますが、その内容につ

きましても施設だけじゃなくして、そうした

いろんな面での対応をとる必要があるんであ

れば、そうしたものも加味して施設も考えて

いかなければいけないと、このように考えま

す。そして、20年度では実施設計、そして

21年度で改築という計画で今進めておるとこ

ろでございますが、そうした場所の問題、そ

して業務の対応の仕方、そうした面も十分頭
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に入れながら、このセンター改築に取り組み

たいと、このように考えておりますので、そ

うした面もあわせてこの計画の中に、また委

託をするんであれば委託の中にも盛り込まな

ければいけないと思いますので、そうした面

は配慮していきたいと、このように考えま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 あとは要望になってくるか

と思いますが、給食費についてでありますけ

れども、牛乳については減額を学期ごとに返

されているようなんですけれども、パンにつ

いてもぜひとも減額を始めていただきたいと

思います。副食とか御飯についてはなかなか

中に含まれているものであり、算定がかなり

難しいかもしれませんけれども、パンにして

は１個の単価がはっきりと分かるわけですか

ら、大変なやっぱり思いをされてるお母さん

方に少しでもこちらからできることはしてあ

げたい、そういう思いで牛乳と同じように減

額の方もこれから考えていっていただきたい

と思います。されてるところの状況を見ます

と、保護者からの申請によってされてる、先

生がチェックするのはかなり大変な作業にな

ってきますので、そういう保護者の方の力も

かりながら申請制でそういう減額もしていた

だきたいな、そういうことを要望しておきた

いと思います。 

 それと、給食の対応ですけれども、本当に

アレルギーを持つ子供さんにとっては、お母

さんたちは毎日献立表を見て、きょうは食べ

れる物、食べれない物ということで、食べれ

ない物については、それにもハンバーグやっ

たら、ハンバーグに近い卵とか牛乳とかを抜

いたハンバーグを持っていかせる、できるだ

け献立に沿った、そういう近づけようとすご

い努力されてるんですね。それは何でだろう

かと考えてみたときに、子供たちが本当にい

じめに遭うことがないように、みんなと楽し

く食べれるように、そういう思いで親は子供

を学校に送り出しているわけであります。そ

ういうみんなで食べることによって、命の大

切さを実感できるように、さらに目配り、ま

た気配りをお願いしたいと思います。 

 町長からは、これからのアレルギー対応の

給食について答弁いただきましたが、本当に

先ほどからも何遍も言っておりますが、アレ

ルギーはなかなか目に見えない、中に入らな

いと分からない問題で、この社会は障害者の

方とかお年寄りの方とかの、そういういろん

な整備が福祉の面でされてきておりますけれ

ども、アレルギー対策にとっては、まだまだ

力がそこまで行ってない、そういう状況だと

思います。いろんな相談事もどこにしていっ

ていいか分からない、そういうことも聞かれ

ます。お医者さんといろいろ話をしながら、

子供の状況とか、また食べれる物はどこにあ

るんやろうかということで、お母さんは走り

回られておりますが、またそういうここのき

ょうの質問とはまた違いますけれども、そう

いうアレルギーの相談窓口とか、そういうも

のも将来考えていただけたらなと思います。 

 ３食のうち、１回の給食を食べられる、こ

んな当たり前のことをしてあげられないのか

な、そういうふうに私は思いまして、今回こ

の質問を取り上げさせていただきました。学

校の給食は、同じ食器で同じ食事をクラスの

みんなで楽しく食べるという、こういう時間

を共有することが学校給食の果たすべき役割

であり、教育的にも非常に重要な意味がある

と私は思っております。この相談を受けたと

きに、本当に、もう何か一緒に涙が出てきま

して、何とか１食だけでも学校の方で対応で

きないだろうか、いろんなとこの先進事例も

研究してみました。確かに単位校でされてる

ところが多かったですけれども、最近ではセ

ンターの方式でされてるところもたくさん出

てきております。 

 建てる中においては、それだけの専用の部

屋を設けたりとお金もかかることも分かって

おりますが、先ほど町長も言われました思い

やりと優しさのあふれる町をつくる、それを

スローガンに掲げて今取り組んでいるという
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ことでした。今回も本当に当たり前のことが

まだできてない、そういうところから、その

当たり前のことをする努力をすることが、本

当の意味での町民サービスではないか、私は

そのように思っております。ぜひとも今後

19年度のこの給食センターの改築基本構想を

練る段階、また調理業務に関していろいろと

練られる段階で、ぜひともこの問題も中に入

れていただきまして、前向きな積極的な取り

組みをお願いしたいと思いますが、この１点

どうでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 本当に、それぞれの児童をお抱えの保護者

の皆さんは大変だろうと、このように思うと

ころでございます。 

 しかし、その反面、私どもも同じ体質で同

じ症状であれば、また我々も取り組みがしや

すいんですが、このアレルギーの対応といい

ますと、その一人ひとり、同じ牛乳アレルギ

ーでもまた違った症状が出るらしいですね。

それと、このお医者さんがいいということを

聞かれますと、そこへ行かれるんだが、うち

には合わなんだとか、いろんなことを私も耳

にいたしております。 

 そうした中で、行政として対応できること

といいますと、やはり保護者の皆さん方と密

に連絡をとり合いながら、この対応はしてい

かなければいけないと、このように考えてお

ります。そうした面、十分心しながら対応に

は前向きに取り組まさせていただきたいと、

このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 町長の答弁聞きまして安心

しました。ぜひともいろんな先進地が既にた

くさんありますので、また研究していただき

まして、この太子町で取り入れられないかど

うか、ぜひとも研究していっていただきたい

と思います。 

 次の質問に移ります。 

 ブックスタートの取り組みについて。 

 子供たちの豊かな心をはぐくむために、

2001年、子供の読書活動の推進に関する法律

が制定されて以来、子供の読書活動も家庭、

学校、地域でも定着をしてきたのではないの

でしょうか。昨今の青少年の考えられないよ

うな凶悪事件が起きている中、生まれてくる

すべての子供たちが安心して育てられる環境

づくりが大切になってきます。 

 また、青少年がすくすくと育つためにも、

両親、特にお母さんの心豊かな心や愛情がい

かに大切であるか言うまでもありません。親

の姿勢により育つ環境はさまざまですが、前

にも言いましたが、年齢が上がるにつれて読

み聞かせの実行が困難になってきます。赤ち

ゃんのころからテレビ漬けで育ってきた子供

がそう簡単に絵本になじんでくれません。そ

ういう環境が固定する前に絵本の読み聞かせ

をすれば、親自身にもよい影響を与え、よい

子育てができるのではないでしょうか、そう

考えます。 

 私は、過去何回かしつこいぐらいに乳幼児

からの絵本の読み聞かせの重要性を訴えてま

いりました。いろいろ具体的にも、議会にお

いても提案をさせていただきましたが、実現

には至っておりません。しかし、昨年９月の

議会においては、ブックスタートの重要性を

伝えていくために、チラシ等の作成を考えた

いとのことでした。その後、どういうふうに

取り組まれているのかちょっと知りたいな

と、どういうふうな取り組みをされてるのか

ちょっとお聞きいたします。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをいたしま

す。 

 ご質問のブックスタートの必要性は認識い

たしておるところでございます。乳幼児健診

時の機会を利用して、ブックスタートのチラ

シを配付してはどうかというご提案もいただ

いております。このことにつきましては、乳

幼児健診担当課、いわゆるさわやか健康課と

調整しまして、どの時点の健診時に配付する

か等協議をしたいというふうに考えておりま
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す。 

 また、現在太子町の図書館のリスト等を参

考にして、絵本のリスト及び母親を対象とし

たパンフレット作成に向けて準備をいたして

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今答弁いただきまして、昨

年９月にそういうふうに返事をいただいてお

りまして、まだできていなかったので、また

これはお蔵さまになってしまうんかなとか思

いまして、再度質問しました。 

 本当にブックスタートというのは、絵本を

配って、また親子が一緒にその本を通して読

むっていうのが、本来の私の求めるブックス

タートでありましたけれども、ここに来て、

そういうチラシ等も配ってもいいかなという

ふうな答弁をいただいておりますので、でき

ればブックスタートの意義をとどめた赤ちゃ

んのためになる絵本のブックリストを図書館

と連携していただいて、それも年々変わって

きますので、いろんな更新とか見直しもして

いただいて、配る時期も考えたいということ

でしたが、実際に４カ月健診とか６カ月健

診、１歳６カ月とか、いろいろあるんですけ

れども、進めてるところで聞くと、これはも

っと生まれる前、早い時期がいいということ

が大分いろんなとこで声が上がってきており

ます。 

 本来は、４カ月のときに子供を、赤ちゃん

をひざに乗せて読むんが一番ベターなのかな

っていうことで進めてきましたが、いろんな

そういう先進地の事例を見ていきますと反省

点も出てきまして、これは赤ちゃんがお母さ

んのおなかにある中にいるときからする方

が、お母さん自身の意識づけとして、お母さ

んが赤ちゃんが生まれるまでにいろんな本を

読んだりして、そういうゆったりとした時間

を過ごすという観点から、母子健康手帳の交

付時とかが一番いいんではないかっていうふ

うな話も聞いております。ですから、そうい

うことも加味して配付をしていただきたいな

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 教育長。 

○教育長（圓尾哲一） 先ほどのアレルギー

の給食と一緒で、やはり保護者としっかり連

携をとりながらやっていきたいと思います。 

 それから、今出ました絵本については、柳

田邦男さんが「大人が絵本に涙する時」とい

うすばらしい本を出しておられます。今、井

村議員がおっしゃったようなことを、その本

の中に十分に書いてあります。そういう本を

幼稚園の園長さんあるいは校長さんを通じ

て、学校関係からも知らせていきたいと思い

ます。 

 今、私、たまたま手許に持ってきとんです

けど、この本でございます。この本の中に

は、大人が読んでためになる絵本というのを

50冊ぐらい紹介されております。後ろの方に

あります。また、そういうのを校・園長会で

コピーして先生方に配っていきたいと、そん

なふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今、教育長からも答弁いた

だきまして、私もその本を一度読んでみたい

なと思いました。妊娠の間は、本当に母親に

なる自覚とかもありまして、なかなかパニッ

クになったり、いろんな不安を抱えながら、

お母さんは産むときを待つわけですけれど

も、豊かな心で命をはぐくむ大切な期間であ

りますので、出産まで心豊かに過ごせるよう

に大人になる人に、親になる人に、この読書

の大切さを訴えることが大切ではないかな

と、そういうふうに教育長の話を聞いても思

いました。 

 また、小さな積み重ねが必ず大きな実を結

ぶことはもう間違いありませんので、今後の

一日も早いその対応をお願いいたしまして、

私の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（北川嘉明） 以上で７番井村淳子議

員の一般質問は終わりました。 

 次、９番嶋澤達也議員。 
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○嶋澤達也議員 ９番嶋澤達也が一般質問い

たしますが、当分の４年間ちょっとごぶさた

しておりましたので、何かと手違いとか尋ね

方が間違うこと多々あるかと思いますが、何

とぞその辺はよろしくお願いいたします。 

 まず１番に、太子町の財政改革についてで

すが、通告のとおり、まず幾ら財政改革等を

口で言っても、今現在の帳簿方式ではなかな

か難しい面と、それから時代遅れというふう

な点も多々あろうかと思います。 

 まず、太子町の財政改革について、会計シ

ステムの構築とルールづくりが必要と思うが

ということが第１点と、それで先日というん

か、せんだっての夕張市等の財政破綻という

ふうなことはニュース、多々テレビ等で日本

全国知られるところになっておりますが、や

はりそこには、財政破綻の原因は現行の会計

制度に問題があるということが、会計専門家

等の皆さん方より、大体そういうとこがあっ

たんではないかと。それは、どうしても長年

の日本国の役所の会計システムが災いを引き

起こしておるというふうな原因があったかと

は思います。 

 ですから、せんだって総務省から昨年の夏

ぐらいだったかな、ちょっと資料は私の手許

には持っておりませんが、人口３万人以上の

市町村に対して会計システムを貸借対照表と

か、いろいろ損益計算書というんですか、そ

ういうことに対して導入することを太子町の

方にも通達が来ておるとは思いますが、それ

については、もちろん当局は確認とって、ま

たそれぞれに進んでおられると思いますが、

このシステムを太子町が取り入れるとして

も、恐らく今の体制では相当時間がかかり無

理な面があろうかと思います。 

 やはり、会計というんですか、そういう専

門家を招いて、また町職員の中でプロジェク

ト等を組んでやっていかなければ、前に行き

にくいんじゃないかということ、そういう専

門の研究委員会等をつくる考えも進んでると

は思いますが、その点もお尋ねしておきま

す。 

 それから、どうしても今現在の帳簿のやり

方では、いろんな面について、今まではそれ

でよかったということで、きょうがあると思

うんですが、これから太子町についても合併

等もこの４年ほど前ですか、太子町独自です

ると。その当時、私がまだ在籍しておったこ

ろには、太子町の財政は４年はもちますとい

うふうなことも言われてたと思いますよ。議

事録に残ってるはずです。だけど、もう４年

たちました。けど、結果は今も現在健全財政

でやっておられるというふうに思うわけで

す。その点について、今現在は健全財政であ

るかということ。 

 それから、やっぱりどうしても帳簿等は日

本国、世界でもそうですが、今公認会計士等

を皆それぞれ法律で大企業なんかだったら何

名というふうなことをうとうてありますし、

決まっておりますし、そういう要するに、今

の一般企業の会計システムで今現在は日本国

じゅうどころか全世界がやっておられると。

それですべて会計の方がそれなりの専門家で

皆やっておられると。ということは、やはり

すべてが企業の体質そのもの、また将来の展

望等は会計のシステムがきちっと構築されて

おるということが、まず今の企業のある姿と

思います。 

 ですので、太子町も、まず貸借対照表、損

益計算書、キャッシュフロー計算書、資本計

算書等とか、いろいろな等あると思います

が、そういうものをつくっていく、またそう

いうふうにシステムを変えていくということ

について、太子町の基本として将来よりもあ

したから取り組んでいかなければならないん

ではないかと思いますので、その辺ひっくる

めて今の太子町の財政の将来に向かって、ど

ういう展望を持って、どういうシステムでや

っていくというふうなことを全般にまとめて

お尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 財政改革には会

計システムの構築として、ルールづくりが必

要であると思うがということでございます
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が、先ほど議員さんおっしゃられましたよう

に、総務省が人口３万人以上の市町村に対し

て導入することを指導するという発表をして

おります。 

 その内容と対応につきましてでございます

が、太子町におきましては、平成18年５月に

成立いたしました行政改革推進法、それと７

月に基本方針2006というものに基づきまし

て、国の方では８月に地方公共団体における

行政改革のさらなる推進のための指針という

ものが総務省から通知されております。地方

公会計改革といたしましては、先ほどおっし

ゃいましたように貸借対照表、行政コスト計

算書、資金収支計算書、それと純資産変動計

算書、この４表を市町村単体で関係団体も含

む連結ベースで整備、開示に取り組むという

ことが指導されております。 

 現在、担当の財政課におきましては、この

19年度より県の主催の導入に当たっての研修

会が開かれておりまして、そういったところ

へ参加して、その内容の理解を深めていると

ころでございます。 

 次に、外部の専門家を含めた委員会設置と

いうことでございますが、この委員会設置に

つきましては、現在は予定はいたしておりま

せん。国におきましても、新地方公会計制度

研究会というところでもって、その研究が今

なされている段階でございまして、その詳細

が決定次第、最終的には法改正を経て市町村

に最終的な内示が示されるというような順序

になっております。それまでの間、そういっ

た研修会に参加させていただきまして、そう

いったものの勉強を職員がやっていくという

ような体制でございます。 

 それと、複式簿記の導入ということでござ

いますが、それにつきましては、新しい公会

計モデルの中の一つとしての項目として、太

子町におきましても導入するということを考

えておりまして、今後会計処理の定まること

はもう必然であるという認識をいたしており

ますので、その健全財政といった形での進め

方といたしましては、専門家という形ではな

く、今後システム、この19年度におきまして

は情報処理機械のリプレースのそういう入れ

かえもございます。そういった中で、こうい

った会計制度のシステムも取り入れた改良と

いうことも踏まえた今システムの改良を行っ

ております。導入に当たりましては、最終的

にはやはり職員がもって、そういった知識を

習得しながら複式簿記会計でもって整理をし

ていくという形で進めていきたいということ

を考えております。 

○議長（北川嘉明） 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 今の総務部長のお答えで、

非常に太子町もそういういろんな面で前向き

にやっておられるというふうに今お聞きしま

したけれど、やはり職員の研修というのは、

なかなか今現在の仕事プラス研修ということ

であれば、相当時間がかかるんではないかと

いうふうに１点は思います。 

 それと、やはりこう言っちゃあ失礼です

が、「井の中のカワズ大海を知らず」という

ことがありますので、幾ら今財政の方にたけ

た方でもその国のというんですか、県です

か、そういう指導のもとの研修ですか、それ

だけではちょっと視野が狭い面があろうかと

思います。これは私の思いですけれど、やは

り役所以外の専門家の意見等も、もっとざっ

くばらんに聞く機会などをつくってはと思う

ことが、まずもう一点。 

 それによって、やっぱりかみしもを羽織っ

て、着ていろんな勉強をするというのもなか

なか大変な作業だと思います。やっぱりもっ

とリラックスして、一つでもプラスになるよ

うな専門家のお話を聞く機会等もつくれば、

まだのみ込みやすいんではないかと思いま

す。その点について、再度お尋ねします。 

 それと、今太子町の財政は心配はないです

ね。心配をする必要もないし、必要があろう

かと思いますけれど、やはりこのシステムは

一日でも早く導入して明らかな旧態依然の帳

簿等より新しく取り組んでいく方が前向きな

姿勢でなると思うんで、一日でも早く取り組

むということについては要望しておきます。 
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 あと２点について。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 外部の意見を聞

くということでございますが、現在のそうい

う公会計システムというのは、以前の公認会

計士が手作業でもって、そういう帳簿整理を

するという形ではなく、全国的に国の総務省

が示すそういうシステムが一つのモデルとい

うのがございます。 

 そういったモデルの中で、すべて今言いま

したこの４つの表のそういうものを取り込ん

だ中でできるような電算システムというのが

基本的にございますので、そういった中に数

字を当てはめていけば、おのずからそういっ

た成果が出てくるということでございます。

だから、あえて外部委員会どうのということ

は考えておりません。 

 それと、財政は心配ないかということでご

ざいますが、それにつきましては、やはり行

政改革の推進、まずそれと太子町の“和のま

ち太子”という、そういう総合計画、そうい

ったものに基づきまして整理をさせていただ

いて、例えば新しいそういう起債の制限と

か、そういったものの中で整理をさせていた

だいて、現状を維持していくということでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 今、部長のことをこれから

も一日でも早く前向きに進めていただくとい

うことと、それから今太子町の財政が心配な

いかというような今年の正月だったかな、１

月で東芝のＳＥＤ、あれが来なくなると、解

散、白紙というようなことになりましたら、

太子町だけじゃなしに、近隣周辺の皆さん

も、もちろん太子町のことですけれど、非常

にあの企業が来なくなったということで財政

大丈夫なんやろかというような心配はほとん

どの方はしとられると思います。その点、今

の話聞きましたら多少安心かなと思う次第で

あります。財政については心配のないように

頑張ってやっていただくことを要望しておき

ます。その１点は終わります。 

 それから、皆さん、今お手許に配っており

ます町政報告新聞というのは、これ議員さん

の何か講演会だよりというふうにも思うわけ

ですが、これ町政報告新聞と書いてありま

す。これを見ましたら太子西中の柔道場の畳

がえ、これ町会議員の意見でされたんです

か。それから、ずうっと書いてありますけれ

ど、皆自分は努力したと、努力したという、

取り組んだとか、具体的な取り組みというこ

とで書いてありますが、これ特定の議員が要

望事項を指示をして町当局が仕事をしたんで

すか。ということは町政報告新聞ということ

ですから、町民の方がこれを見られたら一特

定議員が町当局の担当者に要望というんか命

令をして仕事をしたように町民の方はほない

な議員に言うたら仕事してくれるんかいとい

うようなことで、非常に不平等だと、これ読

んでまた行政どないしとんやという声を、こ

れ何ぼ配られたか知りませんが、本当にこれ

町当局の姿勢として町民の方が非常に誤解を

招いて、私らもおまえ議員になったら、あれ

あっちをしてくれよ、こっちをしてくれよと

いうような、議員になったらできるやろうが

というような声を本当に聞くわけです。 

 町当局も議員が言わなんだら仕事をせんよ

うになったら困るさかい、おまえも議員に出

たらちゃんとせえよというようなことを聞い

ております。これ、事実議員に言われてされ

たことですか。それを１点お尋ねします。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 前にもそういっ

た質問がございました。神戸の方でそういう

口ききということの話が新聞紙上でこう出た

ときに一応そういった調査もさせていただき

ました。太子町の方には、まず太子町不当要

求行為防止対策実施要綱というのがございま

す。そういったものの中で、口ききでもって

するということは防止されております。そし

て、こういった補修工事につきましては、原

則的には地元自治会からの要望書をまず受け

まして、優先順位を町が判断していくと。そ
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して、予算の範囲の中でそれを処理するとい

うのが現状でございます。状況によりまして

は、例えば道路のそういった一部崩壊してる

ところとかといったものは善意の通報とし

て、一町民が通報されたとしても、それに対

しては速やかに処理をしていくという形をと

っております。 

 そして、議員活動の一環として町民支持者

の代弁者として個別に数多くの要望、ご意見

というものを賜りますが、それに対して、そ

の内容を十分に検討しました上で、行政、執

行者、当局、そういったものが主体的に判断

して、その対応に当たるということでござい

ます。決して、その一議員が言われたからや

るといった行為はしておりません。 

 そういうところで、町のそういった議員か

らの話があったからやる、やらんというよう

な判断をやっておるわけではございません。

あくまでも町主体の中で優先順位を決めてや

る、それが一個人であっても、議員であって

もやらざるを得んものについてはやっていく

という形でございます。 

○議長（北川嘉明） 嶋澤達也議員。 

○嶋澤達也議員 その姿勢をこれからも貫い

てほしいんですが、やっぱりこういうものを

配られますと町民が非常に誤解をします。そ

の点を町民に対して、議員も襟を正すことは

確かですが、やはりこの当局も今部長が答弁

をされたことを貫いていただいて、神戸市の

ような新聞紙上に載るような口きき等もあり

ますから、今おっしゃいましたけど、確かに

そういうなことであくまでも仕事、こういう

ことの事業をしていただくのは、執行者、町

当局の姿勢のことですから、議員が頼んだか

らってできるというもんじゃないんですか

ら、その辺を今おっしゃった姿勢を貫いてく

ださいと要望しておきます。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（北川嘉明） 以上で９番嶋澤達也議

員の一般質問は終わりました。 

 次、14番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に一般質問を行い

ます。 

 まず最初に、行財政改革についてでありま

すが、通告でも指摘をしておりますように、

行政組織のあり方については、どこでも言わ

れていることでありますが、行政組織はスリ

ムで流動的に対応できるものでなければなら

ないということであります。本町でも収入役

制度がこの４月で廃止になったわけでありま

すが、その後のあり方についてでありますけ

れども、単に収入役が廃止されたということ

で、その後に課長職が座る、そういうような

ことを行財政改革の基本としては求めている

ものではない、そういう点からそのあり方を

どう考えておるのか説明を願いたいと思いま

す。 

 特に太子町の場合は、先ほども他の議員か

らありましたように、夕張のようにならない

だろうなとの声が後を絶ちません。なぜかと

いいますと合併協議に加わっており、また住

民投票をしてやっていながら自立の道を住民

不在で選択をしたと、その後も当然大丈夫な

のかというのは当たり前の疑問として出てい

るわけですし、また心配でもあるわけですか

ら、これらにしっかりと答えていく必要があ

ると思うんです。そういう点から、そのこと

に適切に答えていないというのが、私は実態

だろうと思いますので、その点の答弁もあわ

せて求めたいと思います。 

 それと同時に、財政は心配ないかっていう

ことで、これも先ほども出ましたように４年

間はもたないと言いながら合併を促進するよ

うな形でやってきた経過があるわけですか

ら、今日を迎えて当然財政上の心配はないと

いうふうに見られても当たり前だと思いま

す。 

 そういう点で大切なことは何回か言ってお

りますが、総合計画の件です。本席でも何回

かこの総合計画のことが出ております。“和

のまち太子”をつくるに当たって策定をして

いる総合計画そのものの、次の総合計画の問

題ではなくて、現行動いている総合計画その

ものも基本的に見直していかないと、修正を
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しないといけない、これが課題だろうと思う

んです。その修正に取り組む中で、当然のこ

とでありますけれども、住民の事務事業に対

する評価、再評価、こういうことをもとにし

て、それを見直すということが大事なことだ

ろうと、こういうふうに考えますが、それら

について、まず説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 収入役廃止後の

行政組織のあり方についてということでござ

いますが、行政組織のあり方について、スリ

ムで流動的に対応できる組織への転換等とい

うことでございますが、先の３月定例会でも

ご質問がありましたが、高度多様化する住民

ニーズに即応し、また目まぐるしく変革する

諸制度に対応していくためには、定型的な組

織による確実な事務処理を図るとともに、機

動的な組織運営が必要であり、全庁的な政策

課題が突出する状況下においては、部課とい

う枠を超えた横断的な仕組みに構築する必要

がございます。 

 そのため、現在庁議、部長会等で政策課題

を検討いたしまして、また必要に応じまして

各それぞれのプロジェクトチームといったも

のを立ち上げて、全庁的な視点に立った課題

の処理という形をとっております。定型的な

組織におきましても、既定の概念にとらわれ

ずより効率的かつ適正に処理できる組織を目

指しまして、平成20年度より第４次行政改革

大綱の策定がございますが、本年度におきま

しては行政改革大綱の見直し作業の中で事務

分担を含めました組織の見直しを進めていく

という考え方でございます。 

 収入役の執行チェック機関ということの話

でございますが、現在今までの執行のチェッ

ク機関としての役割、そして資金の運用、そ

ういったものは収入役という形の中で与えら

れておりました。現在は、収入役の権能その

ものは会計管理者、課長ではなく会計管理者

という職責の中ですべてそこに引き継がれた

ということでありまして、執行チェックに対

しましては、すべてそこでやっておりますの

で、何ら収入役が廃止された以前と実務形態

は変わっていないということでございます。 

 そして、その収入役の廃止と管理者との違

いといいますのは、町長の任命行為によりま

して、一般職がなるということでありまし

て、収入役の場合は特別職でございますの

で、議会で同意をいただいてなっていくとい

う、そういった違いだけのものでございま

す。 

 それと、財政的な観点から総合計画の修

正、見直しが必要ではないかということでご

ざいますが、現在総合計画を事業展開するた

めに策定している実施計画というのが３年ご

とのローリングでやっております。その中で

財政計画によりまして、将来の財政状況を見

定めながら事業の必然性、緊急性を精査しま

して、事業廃止も念頭に置きながら、その中

を毎年度見直しをかけていくといった形で進

めております。 

 現在、その第４次の太子町総合計画、これ

は最終的には21年度が最終年度になっており

ますが、この21年度に対しまして第５次太子

町総合計画というのを当然のごとく19年、

20年から出発いたしますわけでございます

が、その準備に入っていくため現在の21年ま

での太子町総合計画、この10カ年の総合計画

に対しましての中での見直しということは、

基本的には現在考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、要はこの総合計画

というのは、もともとここでも論議してきた

ように、10年間の住民に対する約束やと、絵

にかいたもちにしないということが基本的だ

ということでやってきてるんです。だから、

そういう面から今財政的には交付税の削減と

か国庫の補助の切り捨て、削減、そういうよ

うなことによって財政事情が変わってきてい

る、そういう中で補助事業も変わってきます

ので、当然のことながらその約束事というの

については、できないものについてはできな

い、ただ実施計画で整理をしとるというの
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は、あくまで３年間でローリングをしながら

そのことについては十分承知しているわけで

す。 

 しかし、住民的にはそんなん全然知らさせ

てないわけですよ。議会でこそ一応のことは

説明があります、実施計画に基づいて。しか

しながら、住民は総合計画、一応は皆さんの

中に映っている、その総合計画は10年間で実

現するんやと、させるんやというて約束した

わけです。しかし、それがこういうふうにで

きませんと、当然できないものはできないと

しないといけないと私はそない思うんです。

そういう点で修正をしないといけないし、そ

れがまた数年間の約束であれ、今後について

はこういう財政事情の中でこういうことをや

っていきますと、そういう長期の約束をする

ことが総合計画なんや、違いますか。そうい

う点で私は言ってんですよ。 

 この総合計画の面はそういうふうに言って

おきますが、収入役の廃止というのは本町の

場合も前収入役が在任特例であったものが、

この４月に退職をされたと、そういうことに

よってよそと同じように町長部局の所管にな

ったと、実質的には。ただ、会計責任者とし

ての、管理者としての面はそうあるものの、

任命権者が違うということは同じなんです

よ。実際、職務としてはそういう面がありま

す。そんなことは承知なんですが、ただ他の

ところでは何回もここで言われてきて、本席

でも言いましたし、他のところでも副町長と

いう、そういう者が兼務をすると、こういう

とこもあるわけです。だから、全体的には、

そういう課長職を配置するようなことでは同

じでないかという意見がたくさんあります。

会計システム上のチェック機関としての役割

とかそんなことを私は言ってるわけじゃない

んです。組織を合理的にやるということと、

実質的に財務制度に従って執行をするという

点では何ら変わらないのに、何で課長職を据

えるんやと、こういう疑問にはしっかり答え

る必要が私はあると思うんです。 

 あわせて、副町長の仕事から言うたら兼務

しても差し支えない仕事です。だから、そう

いう点ではどうなんかということもございま

す。それと同時に、太子町も４月から副町長

制度に移行をしたわけですけれども、助役制

度から単に呼称変更をしたと、こういうこと

にすぎない現状ではないかと思うんですが、

先ほども議会の委員会に出席をするのは、助

役、副町長に委任をしとんやと、任しとんや

というような答弁がありました。そういうこ

とをいろいろおっしゃるんであれば、助役い

わゆる副町長が分任をする、そういう仕事と

いうのを明確にすべきやと思うんです。そし

て、相互に牽制しながら行政執行に当たる

と、そして遺漏のない住民自治を遂行する

と、こういうことが大切ではないかと思うん

です。そういう点からの答弁を求めたいと思

います。説明願います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、収入役の

廃止ということでございますが、その改正の

背景というのは、12月の議会でもたしか改正

条例の中で説明をさせていただいてると思い

ますが、出納事務の電算化の進展とか、監査

制度や情報公開制度の充実といったものによ

りまして、必ずしもその内容が特別職がしな

ければならないというような内容ではなくな

ったと。これは会計事務を適正な執行確保す

るという観点から一般職であってもできるだ

ろうということによって廃止をされたという

経緯がございます。それが、一つの法律の改

正ということでございます。 

 それと、副町長に対しましては、確かに議

員さんおっしゃるように制度上の問題とし

て、法律によって助役が副町長という呼称変

更をさせていただきました。しかし、その中

には町長が現在持っておりますその専決権と

いうものが、今後副町長に一部委任される形

でやっていけるようになっております。現在

のところ太子町におきましては、まだそこま

では至ってないということが現状でありまし

て、今後その内容によっては順次そういった

権限が有されるだろうということでございま
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す。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 よう分からんけどね。要は

あれでしょう、先ほども説明し、一般職でも

対応できるっていうことは、だれでもできる

と。課長職まで廃止せんでもできると言われ

たんやもん、実際はよそでも。だから、そこ

に何も配置をしないでもいける、それから兼

務職、先ほど言うたのは副町長兼務でも構へ

んというとこも出てくる、助役兼務というこ

とも出てくると、そういうものだということ

なんですよ。その点について答えてくださ

い。 

 それから、行政組織については、行政事務

のふくそうは何人も認めるとこだと思います

が、流動的に対応できるというのは、課を細

かく分割したり、またいろいろ組織表を見て

みますと管理職、副課長をもうどんなことに

でも副課長を据えるような、こういうあり方

もっと考えなきゃならん。そういう点で見れ

ば、もっと整理が必要だろうと思います。だ

から、課を細かく分割するんではなくに、極

端に言いますと部の単位で業務の遂行に当た

るような体制を流動的というんだと私は思う

んです、忙しい状況の中。 

 また、特別の課題については答弁もありま

したが、当然のことなんですが、プロジェク

トチームなどをもって、きちっと一つ一つの

問題を解決をしていく、それは意欲ある職員

が取り組んでいる先進事例、本町じゃないで

すよ、他の事例は何回もここで紹介しまし

た。そういうような取り組みこそ大事だと思

うんですが、そういう点の対応についてと、

それから、特に私が思いますのは、私も思う

し、ほかからも意見がございます。職員の中

でも一部意見がございます。それはよう聞い

てください。今日の段階では、企画、財政を

分けている必要はないんじゃないか。それか

ら、業務の状況もそういうふうにおっしゃる

人がおられます。必要性はどうかという点で

は、はっきりしとかないといけない、もうそ

れほど要らないんじゃないかと。むしろ部単

位で本当に仕事をしていくことが大事やと私

も思うし、皆さんもおっしゃる方がありま

す。 

 何回もここで紹介して恐縮なんですが、矢

祭の例などは町長やめられましたけれども、

やはり職員が一丸となって住民と協力しあっ

て何でもすると。ごみから道路から何からす

べてやると、こういうような取り組みをして

いる先進事例があること。また、津南の例も

何回も紹介しましたんで、省略はしますけれ

ども、先進事例というたらそんなんですよ。

そういうことをやって、初めて離脱後の自立

の道というのは、こういうもので行政的には

やってまいりますと、住民の皆さん、ぜひ協

力をいただきたい、こういうふうにすべきだ

と私は思うんです。その点はどうなんです

か。それは余り今まできちっとした説明がな

いと思うんです、離脱後のことも。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 一番最後の合併の関係

でございますが、私どもは住民説明会も開い

て説明をさせていただいたというところでご

ざいます。やはり、こうした大きな問題でご

ざいました。私自身、その決断をいたしまし

たのも本当に最終的な決断でございます。そ

の中で、住民説明会を開き、そして離脱をさ

せていただいた。この結果は私は後年で評価

するべきものであろうと、このように考えて

おります。 

 そして、先ほど来おっしゃっております会

計管理者と副町長の兼務というようなことも

出ておりましたんですが、私は副町長は副町

長として、町長を補佐して行う任務、それが

多々ございます。そうした面でやっていただ

き、また会計管理者といたしましては、職員

を配置しましたのは、日々の業務、会計業務

が大きなウエートを占めております。この太

子町におきましても、日々相当の調書も動い

ておりますので、そうした面収入役制度が廃

止され、その任務をしっかりとやっていただ

きたいということで、会計管理者を設置いた

しております。 
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 それから、各課の統廃合ということで、合

理化とおっしゃっていらっしゃいますが、私

どもは今現在、企画、そして財政、切り離し

ておりますのは、それぞれの企画は企画とし

ての大きなウエートを占めております。しか

しながら、その職員数については十分削減も

し、企画は企画、財政は財政における適正な

人員配置をしておると、このように考えてお

るところでございまして、先ほど来以前から

質問でちょうだいいたしております矢祭町の

問題でございますが、矢祭町と私ども、この

行政の運営の仕方で私は何遍も申し上げてお

るところでございます。そういう町民と職員

とが連携を図り、共同作業というようなこと

もどんどんやっていくということは、私はす

ばらしいことであると、このように思います

が、道路をつくるにしても職員、町民の方が

出て、擁壁はすっと立てて、天端はコンクリ

を流し込むというようなことで、重量車両が

通るというのは、一番重いのは冬に通る除雪

車であると。私どもの太子町のようにどんど

んと10トン以上の車が走り回るというような

ところと若干私は形態は違うと、このように

思っております。そうした中で、矢祭町の町

民と職員と、行政と町民との連携を図っての

取り組みは、私はすばらしいと思います。し

かし、そうしたことがすぐそのなり太子町に

該当するかというと、なかなか難しい面もご

ざいます。そうしたところは私ども的確に判

断して今後とも町政を進めていきたいと、こ

のように考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、だから私は何も矢

祭すべてをそのまましなさい言うてへん。や

っぱり、協働してすることについては、提起

しながらやってると、職員が何でもしていく

という姿勢に立っとると、こういう違いがあ

ると言うとんですよ。取り組み姿勢が全然違

うということを言うとんです。だから、それ

は取り入れるべきは取り入れるっていうのは

大事だけども、ほとんど取り入れてないよう

に思います。だから言ってるんです。 

 それから、夕張のようにならないかという

問題では、この町議選でもいろいろ言われた

内容なんです。というのは、合併協から先ほ

ど言いましたように離脱後の自立の取り組み

姿勢が問われたわけです。それから、当局も

そのことについては議員も無責任やと、本当

の説明責任と将来展望を示さないまま勝手に

やったこっちゃないかと、こういうふうにま

で言われているから聞いてるんで、そういう

点では後々また聞く機会がありますので、こ

の点はこの程度にとどめます。 

 それから、２番目の治水対策についてであ

ります。 

 これは、太子町も御多分に漏れず市街化区

域を広範囲に抱えてる町でもありますし、ま

た上流域のたつの市等においても宅地化が進

み、本町の中でも宅地化が進行して、農地が

つぶれていっていると、こういうような状況

の中で、町内各所で余り降雨量がないにもか

かわらず水路等の持つ排水機能を超える水が

集中をするということで、心配されてるとこ

がたくさんあるわけでありますが、そのこと

によって周辺が浸水、冠水する危険もありま

す。安心、安全なまちづくりというのは、町

長も言うし、私も当然のまちづくりだと考え

ております。これらをしっかりと補完してい

くためには、実態を調査して確かな排水計画

を持たないといけない、これは都市排水って

いう都市下水の基本的なものなんですが、汚

水に集中をして雨水等の自然水の排水につい

ては後送りになっている、こういうようなこ

とになった結果であると思いますし、あわせ

て後につくられていく道路やら、これは太子

町の特有のものなんですが、線路敷が排水の

障害になるということについては、ここでも

何回も触れているわけでありますが、上流側

の排水量に見合う下流側の排水機能、こうい

うものが確保されない限り、極めてその心配

は増幅されると、こういうような状況であり

ますので、これらの調査と対策が必要だと思

いますが、その点についての説明を求めま
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す。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 下水道事業につきましては、18年度をもち

まして汚水事業はほぼめどがつきました。そ

の結果、19年度に下水道特別会計の中で雨水

基本計画策定業務の予算を計上いたしており

ます。それでもちまして、町内全域の雨水計

画を再度検討していくといったことで予定い

たしております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 もとは、前のときにも３月

にも言いましたけども、全体的に太子町の状

況をどれだけ調査しているかによるんです。

基本計画策定のために基礎調査をやって、こ

れからやろうということと、太子町の場合の

今の水というのは、前にも言いましたが、西

高東低いわゆる東南の方向に全体として流れ

ますけれども、林田川へ返す水、そういうこ

ともありますと、こういうこと含めて高低

差、そしてもともとは流れ込んだ側に返すと

いうのは基本なんですけど、そうもいかな

い、分水嶺からは瀬戸内側と日本海側という

てありますけれども、ここでも林田川域から

取水した水あるいは池から取水した水、そう

いうものを全体としては大津茂川域に流れた

り、一部は林田川域に流れ、最終的には揖保

川の下流に合流すると、こういうふうな形に

なってるんですけども、実態的なものは町は

全体として承知してるんですか。降雨量が何

ぼあったら、ここにどれだけの水がたまって

くる、そういうことは今承知してますか。今

までには説明がないんです。これらのことは

承知した上で、この基本計画の策定の作業の

中できちっと位置づけするんかどうか。どこ

が一番、そういう冠水、浸水の危険にさらさ

れるようなところであるのか、調査しておれ

ばそれが説明できるはずだと思うんですけど

も、その点どうですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） ですから、基

本的に今回の雨水基本計画策定業務といいま

すのは、ある基準降雨量でもって現状の水路

の断面がもつかどうか、もたないんであれ

ば、今の現在の水路を拡幅するのか、またバ

イパス的によそへ回すのか、そういったこと

の計画でございます。現在もあるわけでござ

いますけども、やはり時代といいますか、年

月もたっておりますので、再度調整し直す

と。 

 それと、田んぼか水田から宅地化になり、

またいろいろ地が上がって状況も変わってき

ております。そういった中から、俗に言いま

す流失係数、一般的に田んぼとか道とか家と

か、そういうところによりまして降った雨が

どの程度の割合で外へ出ていくのか、そうい

ったことも含んだ中で今後検討していくとい

ったことでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 そしたら、今それぞれの雨

水というのと水路というのは、何回も言うこ

となんやけど、水路はしまいに消えるところ

と、消えるっていうのは田を養うものですか

ら、樋寄せというところになってしまって、

田んぼに入ってしまう、そういうものと、そ

れから一応排水機能を兼ねた水路と２つあり

ます。しかし、多くのところは排水機能を兼

ねていないところもたくさんある。そこに無

秩序に開発をされた宅地から流れ込むもの

が、例えばこの南だったってそうなんです。

立岡地区、もうあの道路端にあるこないな狭

いとこ、ここがすぐいっぱいになる。もうそ

れは深刻な事態だと言われています、ここで

も。それから、前には常全のとこも言いまし

たし、どこへ行ってもそうなんです。それが

何かというと、先ほども言いましたように太

子町特有の東西に走っている公共施設、道路

や鉄道敷やらによって遮られて、そして、そ

れが下流域を上流域の出てくる水を下流域で

処理するだけの能力がないようなところへ流

れているというようなことが、結果としては



－60－ 

浸水なり冠水の危険があることになるわけで

す。 

 だから、それら全体をつかんでいるかとい

うと今のいわゆる流出係数などをもって見て

おりますということなんですが、基本的に全

体を調査しないと、どこにどう集中していっ

ているのか、今どの程度の雨が降ったらこの

水路は満杯になって道を超すようになるのか

というのは、分かってるんですか。分かって

なかったら、ただ委託をして結果、またどう

やということになるから言よんですよ。それ

ぞれの今の水路の性格、そういうものをきち

っとある程度はつかんだ上で方向を整理する

必要があるから私は聞いとんです。 

 やはり、排水処理計画をもって、そして民

間をも誘導しないといけない、開発をも。そ

ういうことを思いますので、宅地開発につい

ては、一部の指導と規制をそういう排水処理

計画に従って協力を求める、指導する、また

許認可に当たっての取り組みをする、これが

大事だと思うんです。処理計画がなかったら

どうにもならんでしょ。いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 これ、桜井議員、よくご承知の中でのご質

問を受けてると私は思ってるんですが、今太

子町で雨水幹線、雨水だけの幹線っていうの

は本当にございません。今までの農業用水を

使った雨水幹線でございまして、ご承知のと

おり農業用水といいますと、下へ行くほど逆

に細くなってるというのが実態でございま

す。その中での対応、これは太子町では開発

がどんどん進む中で対応しなければならな

い。今までは、先ほど部長が申し上げました

ように、汚水、下水の関係で集中いたしてお

りましたんですが、ほぼ完了いたしました関

係上、これからは雨水幹線にも力を注いでい

こうというところで、今次その計画を練ろう

ということで、手がけておるところでござい

ます。そうした面は十分承知いたしておりま

す。 

 抜本的にこれは下へ行くほど太くしていか

ないと対応はできないと。また、考え方とし

て、農業をされている皆さん方はだんだん減

反が進む中で、もう農業水路はもっと細くし

てはいいんではないかという考えをお持ちの

方もたくさんいらっしゃいます。また、逆に

百姓をされていない方は、なぜそのお百姓さ

んと一緒に農業用水を清掃しないといけない

んだと、今もう私とこは既に下水につないだ

というようなことで流してないという考え方

をされてる方もたくさんいらっしゃると思い

ます。私は、逆に先ほど来出てますように、

宅地の雨水排水、そうした面もその水路に流

れてるんだということで協力を仰いでいただ

きたいというお願いは、自治会の会長にもい

つも出しております。そこら、やはり町民の

皆さんと十分考え合いながらお互い協力する

とこは協力し合って、自分たちの町は自分た

ちで守るという姿勢のもとで取り組みをお願

いしたいと思います。そうした中で、行政は

雨水対策に関して今後取り組みをさせていた

だきたいと思います。 

 それから、民間開発についての協力金、こ

れは強制はできるものでございませんので、

その点ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 副町長、もうちょっとええ

がい隣で説明せんかいな。 

 というのは、今言うたのは、協力金取れと

いうて一回も言うてないんやで、一言も。た

だ、民間を誘導するような処理計画をもっ

て、民間を誘導するような対応がなかったら

あかんですよと言うたんですよ。協力金取れ

なんて一言も今言いませんから、振り返って

もらっても結構です、そんなこと言うてませ

ん。 

 ただ、今言いましたのは、排水、治水対策

として、処理計画、水の、それは下水道対策

として全体に要るわけですから、処理計画を

もって宅地開発業者に対しても造成業者に対

しても、それに誘導していくような指導なり

規制なりが必要だろうと、こういうふうに言
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ったんです。その取り組みというのは、まず

必要だと思いますのと、それから全体として

は何回かここでも言ってきたんですが、沖代

線に埋設している下水道管にも排水をしてい

く、しかし下は播洞川だと、こういうような

ことも含めて姫路市側と協議しなきゃならな

いこともありますので、これらの取り組みも

していかないと、あれも埋設したまま無用の

長物化しとんですから、その取り組みもはっ

きりとさせないといけないと、こういうふう

に思うんですけども、その点を含めて処理計

画を持つこと、どうなんですか、持ってなか

ったらどないもならんですよ。それが基本計

画の中にうたい上げるというんなら、そうい

うふうに答えてください。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 処理計画とい

いますのは、現在の認可事業、認可設計の中

にもございます。ですから、昭和の終わりご

ろから雨水幹線として、特に東出ヶ丘とか中

出、そういうことで事業を実施してきており

ます。ですから、それの数値といいますか、

数字が変動してきておりますので、今回それ

に対して見直しを行って、また中身が変わる

ようであれば、認可変更をとっていくといっ

たことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これは、今先ほど言うた沖

代線のことからこの議会で、そんなものに何

でこれから金つぎ込むんやということから、

雨水に変わったんやで、第１号幹線とか。そ

れは、だから水路改修してんねん、実際は。

そないな基本的な太子町の降雨量、そういう

ことを全部計算してやってないですやんか。

雨水の処理をしてるんやがな。そういう点

で、雨水幹線という名前がついてる、町長が

先ほど答弁したとおりですわ。水路改修や、

基本的に言えば。だから、そんなことを域は

余り出てないんや。もうあっちにお金をかけ

るんやったら、かける道がありますやろとい

うて、立岡山から見なはれというて54年にこ

っちになったんやで。私は、この席で言う

て、中村町長自身がそういうふうに変えま

す、きょうあすにでもええことはええことな

んですというて変えたやつが雨水幹線やで。

何をその、そういうもんですよ。きちっとし

といていかないといけないんですけども、だ

から全体の処理計画を今に合わせるというよ

うなことで、実際雨が降って、どの程度の雨

が降ったらこの水路はどないなるというの

は、みんな分かってますかというて今聞いて

ん。分かってたら、それをどう改良するのか

ということになると思うんですけど、これら

はまた時間が後のことがありますんで、後ま

た聞きますけども、本当に処理計画をもって

すべての心配は要りませんよと、治水として

は。そういうことがなかったらあかん。それ

で、民間を誘導していかないといけないとい

うことを私は言っとんです。また、後々聞く

ことは機会ありますので、聞きます。 

 次の３つ目の質問で、東芝太子工場の事業

等についてでありますが、この東芝太子工場

の新事業の立ち上げについて、再度ここでた

だしますが、町内１つの工場用地を東芝が持

ってるわけでありまして、地域経済とか雇

用、町財政等に与える影響は何回も言います

が、極めて大きいと、その後の経過と対応に

ついて説明を求めます。 

 今、建屋等が整理をされて、きれいに整地

をされているわけですけれども、この跡地が

どういうふうに利用されるんか、門の外と門

の中、塀の外と塀の中なんで、住民の皆さん

の中でも、あれはどういうふうに利用しよう

としてるんだろうなと。整地をし、高いとこ

ろ、区画整理がされてるように思うとか、こ

ういう声もあります。そういう点から、情報

をしっかり公開をすることが大切であるとい

うことと、その整地をされた敷地には、言う

までもございませんが、重金属とか公害物質

がもう一切除去したんではないかなとも思い

ますけれども、その土壌等はどこへどれだけ

搬出をされたんか、確認する必要があります

ので、その点について説明を求めます。 
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○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 この東芝の関係でございますが、昨年末か

ら本年の頭にかけまして、本当に残念な結果

になりました。私どももその背景にアメリカ

とキャノンとの特許権の問題が隠れておった

というようなことは全く知らされてもおりま

せんでした。順調に進んでおるということを

聞いており、また今現在も２号線のすぐ角地

に電気の配電設備等々もまだ工事がなされて

おるところでございます。 

 そうした中で、白紙という決定がなされま

した。それ以後、私も東芝の本社へも行かせ

ていただきましたんですが、新たなる事業展

開というのは知らされておりません。しか

し、今後はあれだけの膨大な用地でございま

すので、東芝さんも有効活用していただける

ものと私は確信いたしており、いろいろな機

会を含めまして、陳情、お願いをいたしてお

るところでございます。この件につきまして

も、私だけではなくして、町内では議長さ

ん、それから商工会長さん等々にもご無理を

お願いしておるところでございます。 

 また、県の方におきましては、知事、副知

事、そして産業労働部の部長さん方、また企

業庁の皆さんにも、そうした面、ご無理をお

願いしてるところでございますが、といって

今すぐに簡単なものが来るわけではございま

せん。相当の投資が必要なものになろうと思

いますので、そうした点は私はじっくりと対

応をしなければいけないと、このように思っ

ております。ＳＥＤも当初は10年、今のテレ

ビ業界ですね、10年もつかもたないかという

サイクルで、ころころと新しいものが開発さ

れてくるということを聞いておりました。

今、液晶、プラズマ、それから次はもう既に

有機ＥＬという新しいテレビの開発がだんだ

ん進んできておるところでございますので、

そうした点、十分テレビだけではなくして、

半導体、フラッシュメモリー等々の関係で、

ここの太子の用地に見合うものの誘致はしっ

かりとやっていきたいなと、このように思っ

ております。しかし、これが早急に解決でき

る問題でもございませんので、先ほど申し上

げましたように、十分に調整しながら進めて

いきたいと、このように思っております。 

 それともう一点、解体後の跡地でございま

すが、これは今砂やほこり、防じんが立たな

いように防じんの対策をされておるというこ

とで、ほぼその整地は終わったというふうに

聞いております。その防じん対策でございま

す。そして、その整地されました敷地の有害

土壌でございますが、これはもう既にこの２

月の常任委員会の方で書類を提出させていた

だきまして、搬送先等、トン数等々もご提示

させていただいたつもりでございます。搬送

先は、７社でございまして、総搬出量が19万

7,789トンで、尼崎港、それから大塩港、そ

れから陸送というその３つの手法でもって、

処理がなされております。処理をいたしまし

た工場関係では、セメント工場関係が多くご

ざいます。そうした対策は、もう既に完了い

たしております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ＳＥＤについては、先ごろ

の新聞紙上でも出てきたように、キャノン自

身がもう販売延期とか、製造販売延期はまた

しましたわね。だから、ＳＥＤは今の時代に

合わんと、こういうふうなことになったとい

うことはそうなんですが、問題は今説明があ

りますように、塀の中ですから、今あそこ整

理されておる、ほれで区画整理がされてるよ

うにも見えるというような、皆さんから言う

たらそういうふうにも見えるそうです。どう

いうふうに見たんか分からんけれども、区画

整理がされてるようなやり方やと。だから、

防じんの取り組みはなされているなど全然分

からないということもあると思うから、今の

東芝の中でやってることについては、どうい

うことなんかということを情報をきちっと公

開をする必要があるということと、先ごろ２

月に説明したという、その後の土壌の動きも

あるから私は聞いとんです。全くそういう土



－63－ 

壌が動きますと、全体的には地下にも入って

しまった汚染物質、それは地下にあるままで

すし、土壌が動くことによって、また拡散す

るということは前にも言いました。 

 そういうことから、全体としてはすべてが

除去されたというふうに見てとることができ

るんか、それとも下の方には埋めておったも

のも、完全になくしたのか、カドミを含め

て。そういうものはどうなったんかというの

は、まだ疑問が残るものがありますので、攪

拌、飛散、または流出の危険はないと言うな

らば、町側としてきちっと住民に安心いただ

きますようにという声明を発するぐらいのこ

とがなかったらいけないと。それで、またそ

れを東芝側としてもきちっと町に報告をし、

責任を持たせる、このことが大事だと思うん

ですが、その点再度説明を求めます。今まで

出したというのは、おっしゃるように７社に

出しましたと。それで、主にはセメントにと

いうことは聞きました。しかし、その後動い

てるんですから。その後、あの中見てみなさ

いな、全然違うもん。言われるんですよ、私

は中をしっかりのぞくことできへんけど、区

画整理されたような形になってるというよう

なことを言ってるわけです。その辺を含め

て、町は承知しているんなら、今の広報と今

の状況を写真でも示してもろうたら、よう分

かりますわ。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） お答えします。 

 まず、その汚染土壌につきましては、昨年

12月21日ですべて完了いたしております。カ

ドミの土壌につきましても、同様撤去し、処

理がなされております。そして、住民に対し

ての説明でございますが、近隣の皆さん方に

は、やはりダンプの出入り等が相当ございま

すもんで、説明をしていただいて、ご理解を

いただいたところでございますが、その後私

どもにもいいニュースがございませんので、

どういう形態で町民の皆さんに広報するか、

そうしたところは十分考え合わせながら皆さ

んに安心していただけるための広報は考えさ

せていただきたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 一応、確認しておきます

が、二度と再び東芝の敷地内から重金属等が

排出されないと、出てこないということです

ね。それは、よう確認しとかないとあかんの

で。まだ、南の部分がありましたということ

は言うかもしれんけれども、下の部分には一

切ないと言えますか。それだけ確認しておき

たい。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） この問題は、本当に絶

対に一切ないということは、私は難しいと思

います。と申しますのも、いろいろな化学反

応なり自然の状況によって変わる部分もある

んではないかと、このように思いますが、今

のところはすべてそうした有害物質は搬出さ

れたというところで、現時点では大丈夫であ

るというところでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、私は化学変化を起

こして出てくるようなことというのは、カド

ミの例で何回も説明したように、水に溶けな

い無機質な物が水に溶けるということが分か

って、そして植物が吸収するというてイタイ

イタイ病の原因になるようなこともここで指

摘したとおりです。だから、化学変化を起こ

すということは、そこに何かが残っておると

いうことで化学変化を起こすんですから、化

学変化を起こす必要のない物質がなかったら

起こしませんから、その辺のことを聞いたん

です。後々またこの点もお尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員、次行かれま

すか。次行かれます。座ってください。 

 ただいま桜井公晴議員の一般質問中です

が、この際暫時休憩いたします。 

 再開は３時。 

（休憩 午後２時46分） 

（再開 午後２時59分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き一般
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質問を再開します。 

 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 次に、入札契約制度の改善

について伺いたいと思います。 

 通告でも指摘をしておりますように、一般

競争入札の徹底について伺いたいと思うんで

すが、一般競争入札につきましては、法律上

も町の財務規則上も本則であり、この徹底が

必要であります。取り組み等について伺いた

いと思いますが、業務委託あるいは請負、物

品、備消耗品の購入等、契約の伴うものにつ

きましては、すべて競争入札制度で厳正、公

正に行うことが肝要であると考えておりま

す。これらの取り組みについてでありまし

て、対応を伺いたいと思います。 

 それから、予定価格を何回も言いますが、

実勢に見合った価格に設定する、こういうこ

とが必要かと思います。その取り組みについ

ても再度ただします。 

 また、特定の業者に契約が偏らないように

手持ちの工事がある場合においては、入札へ

の参加制限を行う、こういうことが必要かと

存じます。 

 と同時に、指名競争入札においても、すべ

てのことに共通するわけでありますが、地域

貢献度、総合評価とあわせて、地域貢献度も

一つの入札参加資格として取り上げていると

ころが全国的には見られるわけであります

が、これらについても一つの取り組みが必要

だと思います。その取り組みについて。 

 それから、全体としては、先にも質問がご

ざいましたけれども、経費の全体的な節減を

図る立場が貫かれて当然かと思います。 

 あわせて伺っておきたいんですが、町の行

政報告でも普通でありますと、町の指名業者

が先ほど清原議員の方から質問があった経営

事項審査に係る虚偽記載で逮捕される、こう

いうことに対して指名停止を行ったと、こう

いうことを言っているわけでありますが、こ

の業者がここ数年、入札に参加した回数ある

いは落札契約になった件数、その内容につい

てあわせて説明を求めたいと思うんですが、

特に最近官製談合、それから先ごろは大阪の

枚方市におけるごみ処理場工場の建設をめぐ

っても副市長が逮捕されたり、また市会議員

であった者、今府議会議員になってる者が逮

捕される。早晩市長にまで及ぶんではないか

と、こういうふうに言われている中で、余り

にも行政の取り組みが甘いということから、

最近談合の防止、それから予定価格の設定の

仕方、いろいろ工夫される自治体がたくさん

出てきているわけでありますが、３月の定例

会でも全国知事会のことも紹介いたしました

けれども、ペナルティーが本町の場合は甘過

ぎるんではないかということも含めて、しっ

かりとした対応が必要かと思いますが、説明

を求めます。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 桜井議員のご質問に

お答えします。 

 ご指摘のとおり、昨年末には国より入札契

約適正化法第18条に基づきまして、適正な競

争参加条件、過去の工事実績及び成績、地域

要件等の設定等、必要な条件整備を適切に工

事一般競争入札の拡大を図るよう要請がなさ

れたところでございます。 

 また、全国知事会におきましても、一般競

争入札の拡大を含む緊急報告を取りまとめた

こともご承知のとおりでございます。本町に

おきましても、国、県の動向を踏まえまし

て、入札契約制度を検討委員会にて制度の改

善に向け検討してまいりました。 

 結論といたしましては、平成19年度、この

４月からではございますが、現在今まで実施

しておりました制限つき一般競争入札の対象

工事に舗装工事を加えるとともに、土木一式

工事、舗装工事の適用範囲を、現在予定価格

2,500万円以上、現在といいますか過去です

ね、2,500万円以上としておりましたのを

700万円以上の工事に拡充することといたし

ました。 

 ２番目の業務委託、請負については、現在

指名競争入札を行っております。特に問題は

なく、順調にこなしているところでございま
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す。物品等については、指名競争入札による

場合と見積もりを徴して決定する場合とござ

いますが、いずれにいたしましても安価な物

を購入しております。 

 次に、予定価格につきましては、工事内容

に応じまして、取引の実勢価格、需給の状

況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長

短等をもとに積算し、決定しているところで

ございます。 

 ４点目でございますが、工事の発注に当た

りましては、具体的な工事に照らして、過去

の同種工事実績、手持ち工事量から見た受注

可能量、十分な資格、経験を有する技術者を

設置可能かどうか勘案しながら適切に実施い

たしております。 

 それから、先ほどの太子町の業者の逮捕に

基づく新聞報道によりますことにつきまして

は、太子町におきましても太子町の指名基準

に照らし合わせまして、６月４日付で指名停

止を８カ月したところでございます。 

 それから、その業者の落札件数云々につい

ては、現在資料として持ち合わせていないと

ころでございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 それから、官製談合ということでの枚方市

とかいろんなお話が今ございましたが、官製

談合ということで言えば、前にもこの議会で

も申し上げたところでございますが、太子町

においては絶対あり得ないというふうに考え

ております。考えているというよりはあり得

ません。３つの要件というのは、議員もご存

じだと思いますが、そういったことについて

太子町の場合はコンプライアンスを職員全員

が持っておりますので、そういった状況には

至らないというふうに確信いたしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 ちょっとね、振り返っても

らわなあかんと思うんですけども、これまで

にも指摘があり、また本来ですと知事会が提

言をした内容の中には、不正行為については

内部で自浄せなあかんと。そういうことにつ

いて弁護士など特別の窓口を設けて職員の身

分が保障されるようなことも含めた内部通報

制度の整備ということが言われているわけで

す。そういうことによって、本来こういうこ

とが起こらないように内部通報が行われて初

めて自浄作用を起こす、だから地方自治法に

は罰則がないんですよ。なぜかというたらそ

ういうことなんです。そういう議会がありま

すし、監査がありますし、職員が自浄する

と、だからそういうことが起こらないとされ

てきたところに今起こりょんでしょ。何も不

思議ではないことが起こってるわけです。だ

から、そういうことの取り組みもなければな

りませんし、少なくとも指名停止は１年以上

は必要やと、これは知事会でも言われている

ようなことなんです。だから、それらをなぜ

太子町は甘いことをやるのか。 

 それから、経営事項審査で、先ほどのこと

がありましたけども、一般建設業と特定建設

業、これ説明する必要はないですね。ご案内

なことだと思うんですが、受注契約とそれか

ら下請に回す場合のこととがあります。それ

らを含めて、責任技術者がそれぞれ常駐する

ことが必要だし、それらに完全に記載がその

とおりになっているかというのは、行政も検

証せなあかんでしょ。経営事項審査は国や県

やと、だからそちらがやっとんやから、それ

でええんやと。国や県やけれども、やるべき

ところは国、県でありますが、行政で是正を

求めたり、問題点が指摘をされますと調査を

して追跡をする、その姿勢に立ってこそ大事

やと思うんですが、これまでに特定建設業の

関係からいえば、そうでないものが受注した

経緯があるんじゃないですか。ありません

か。町内からの指摘があったんじゃないです

か、当局に。調査を要請されているケースが

あるやに思います。それについて、目をつぶ

ってきたのが行政でなかったですかね。 

 だから、そういう点で言えば、きちっと調

査をした上で、業者を指名から外す、また参

加資格を剥奪する、当たり前のこっちゃと思
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うんです。行政を食い物にするようなやつは

絶対許さんと、そういう取り組みが必要なん

です。それが、また経費を節減することにな

るということなので、先ほども質問があった

ように、きちっとこれをやっていかなきゃな

らないということだと思うんですが、その点

について再度説明を求めたいと思うんです

が。 

 前にも明石市の例を言いました。ここは

700万円と言ってますが、明石は130万円やと

いうことも言いました。そういうことを含め

て、しっかりと整理をすることによって、行

政を食い物にするような業者を閉め出す。ま

た一方においては、地域の関係で言えば地域

の貢献度も入札参加の条件に入れるとこも出

てきてるということで、それらについては消

防、防災とか各種ボランティアへの参加、町

内からの常勤従業員数とか、下請等も町内に

発注してるかどうか、こういうことも物差し

にして貢献度をはかるというようなことも出

てきてるわけですし、そのことを含めて、こ

れからの改善策並びにこれまでにあったと思

えることについては調査が必要だと思うんで

す。今逮捕された業者でないものが、そうい

う建設業に係ることでも問題があるというこ

とで指摘を受けたんじゃないですか。それだ

け確認しておきたいと思うんですが、それ

は。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 今の官製談合の話も

そういうことが起こらないようにというよう

な、一つはご指摘があったと思います。 

 １つは、法的な規制というものがございま

す。いわゆる地方公務員では、守秘義務等が

課せられております。そういう意味での法的

な規制がございますし、また太子町の中で制

度的規制、規制が３つといいますか、私は自

分なりに思ってるんですが、法的規制、制度

的規制、そして心理的規制といいますか、そ

ういったものが一応自分には課してるつもり

です。そういう意味で、先ほど申し上げた法

的な規制、制度的な規制として太子町では太

子町の職員の規律、規律の規程集等がござい

ます。心理的規制というのは、やはり自分が

一般住民の方にどういうふうに見られている

かということ、やはりだれかに見られてると

いう状況に職員、自分がそう置くことによっ

て枠を踏み越えないといいますか、コンプラ

イアンスを尊重していくという立場に立つと

いう意味での３つの規制というようなものが

あるように自分自身は考えております。 

 罰則等については、議員もご存じのように

地方公務員については地公法、地方自治法で

はそのことは言っておりませんが、今度、今

度といいますか、法の中で、法律の名前はち

ょっと私今忘れたんですが、官製談合に携わ

るといいますか、手を入れた場合は懲役と罰

金刑のものがたしか法律的にはでき上がって

おります。そういう意味で、罰則等について

は公務員についてもあるということは間違い

ないところでございます。 

 経営事項審査のことにつきましては、やは

り県がそれを経営事項審査については、総合

評価を私どもその業者さんが評価を受けたも

のを、通知を受けたものを、そのコピーを私

どものところで登録していただくというとこ

ろで、その中で、私どもがそれが正しいもの

かどうかということについては分からないと

いいますか、判断のしようがない、それは信

用せざるを得ない状況です。そして、その総

合評価の中での点数でランクづけを、これも

県と同じようにランクづけをしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 あのね、何分あるかいな。

10分ある、９分あるな。 

 先ほども言いましたが、最後の経営事項審

査についてから先に言っておきたいと思うん

ですが、経営事項審査は何も何回も説明受け

んでも、私もそんなことぐらいよう分かっと

る。そんなこと言うとるわけやないんや。 

 ちょっと具体例を言いますと、17年、18年

にかけての工事で、何らかの通告なり申し入
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れなり通知なり告発なりというものを町が受

けて、目をつむってることはないですかと言

ってんねや。特定建設業との絡みもあります

よ。これは経営事項審査に係ることなんです

よ。問題がある、内容がおかしいというとき

に当然調査をする。県で国で、県が具体的に

は経営事項審査の整理をしてるわけですか

ら、そこに出してることをコピーをもらって

ると、そんなことを言ってるわけじゃないん

や。それに、疑いがある場合は県にも通知を

して、一緒になって調査をする。そして、そ

ういうものが一般建設業は特定建設業の請負

はできないんだから、このことも含めてしっ

かりと契約の問題を整理するということは当

たり前でしょう。私は当たり前のことを言う

てん。具体例ちょっと言うたんやけどね。業

者の名前は言いません。 

 今、逮捕された者についても、虚偽記載と

いうようなことがあるわけですから、それら

は基本的に整理をする。それで、いろいろ業

者間でも言ってることに耳を傾けるというこ

とが大事と違いますか。何も、他の業者を陥

れんがために言うようなことについては、耳

かさんでもええけれども、必要な場合は耳を

かしてちゃんと調査をする。当たり前のこと

やと思うんですよ。当たり前のことを当たり

前にする、どなたかおっしゃったけど、そう

でしょう。それがあって初めて公正な入札が

行われるわけです。その点を伺ったんやね。 

 それから、ペナルティーについても、先ほ

ど言いましたように知事会は１年以上、それ

から指名競争入札は原則廃止すると知事が言

ってるんです。だから、それらを含めてきち

っとやることと、電子入札の３年以内実施も

言うてます。これらをどうしたらできていく

のかというのもありますが、少なくとも先ほ

どの内部通報制度のこれ法的根拠が出てきて

内部告発のことが裏づけとなったわけですか

ら、内部でもきちっと補完をしていくような

体制が必要だと、こういうことを私は言って

んです。だから、ほかのことを言ってるわけ

じゃない、守秘義務があり、してますという

のは分かってます。だから、こういう窓口と

して内部からだれでもがこんなことが行われ

ておるよと、おかしいよというようなことが

安心して言えるようなことがなかったら自浄

はできません。そういう点を言ってるんです

から、その点の説明はあわせてしていただき

たいと。最低、いわゆる130万円の問題も含

めてきちっと説明を求めたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） いわゆる制限つきの

一般競争入札と指名競争入札のあり方につい

て、先ほど議員がおっしゃる130万円以上を

制限つきの一般競争入札にしているところ

も、もちろん私も承知いたしております。た

だ、太子町の場合は700万円というところ

で、４月から実施しているところでございま

す。これもすべて指名を、指名競争入札を外

すということは本当にいいのかどうかという

ことも逆に考える必要があるのではないかと

いうふうに思います。 

 １つは、「官公需についての中小企業者の

受注の確保に関する法律」というのがござい

ます。これは、これを受けて兵庫県の方では

毎年、例えばこの兵庫県の産業労働部長か

ら、平成19年度の中小企業者に対する官公需

確保の推進の方針についてということで、こ

れは毎年同じ文言で実は兵庫県から文書的に

は来ます。 

（桜井公晴議員「分かっとる」の声あ

り） 

 これについては、そういうことをすると、

この中身はやはり指名ということも一つは考

えても、それは不思議ではない、それは分か

っとると言われるんでしたら、中身は全部ご

存じなので、それをあえておっしゃるところ

が私分からないんですが、その中では、特に

公共工事の発注に当たっては、中小建設業者

に対し特段の配慮を払ってその受注機会の増

大に努めるものとするとか、それだけじゃな

いですけど、いろんなこと出ております。そ

の中で、太子町の場合は700万円未満につい

ては、指名競争入札にこの４月から実施する
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ということで、入札制度検討委員会で決めた

ところでございます。 

 それから、ペナルティーの、どういうんで

すか、もっときつくしたらというようなこと

のご意見だと思うんですが、この間もきのう

も再放送あったと思うんですけど、ＮＨＫで

談合のテレビでやっておりましたが、やはり

そういった罰則が厳しくなって、いわゆるス

ーパーゼネコンと言われるところは、それか

らはもう完全に脱談合というようなことも出

ておりましたが、それはなぜそうなっていっ

たかというところでの社会性、社会的な責任

等もあるんですが、ペナルティーがやはりき

つくなったために、そうせざるを得ない状況

になったというようなことも言っておりまし

たが、私どもの太子町の指名停止基準につい

ては、兵庫県の基準に基づいてつくっており

ますので、そこからもう一歩踏み込んで、ど

ういうんですか、きつくというところまでは

至ってない状況ですが、これについてはまた

検討といいますか、いろいろ各町のバランス

等も考えて、考えてはどうかというふうなこ

とも思います。 

 ただ、先ほど申し上げました指名競争入札

の廃止ということについては、現時点では、

今のところ700万円未満については実施した

いということでお願いしたいと、このように

考えております。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は、そんな配慮は要らん

と。 

 受注機会は、必ず地元ですからとれるんで

す。あそこで、きのうの見たんだったら、ス

ーパーゼネコンとかは鉄建建設がそれをやめ

たと。それから和歌山県の２社がもうこうい

う厳しい中でも最低制限価格で入札して、３

社でくじで敗れましたというのは、私も見と

んだ。だから、そんなことを注意して見てる

んで、あなたも見とんだったらそれでいいで

すけども、やっぱりそういう点で言えば、そ

れぞれまいた種です。何のことはない、自分

たちがまいた種やというておっしゃってまし

たやないか、そういうことになってしまった

んやと。だから、しっかりと見積もってやっ

ていくんやと。それで何回も言いますけど

も、予定価格を設計金額に対して80なら80で

よろしいやないかという業者もたくさんおる

と、こういうようなことも含めて私は予定価

格の問題も言ってる。 

 委託契約についても、実際今回４月と５月

に指名競争でやってますけれども、本来これ

がまともな価格かどうか、私分かりませんわ

な。どなたも分からんのやないですか、基本

的に。これでいいのか、あの結果見ても、そ

れは分からんですよ。高過ぎるということも

言われたら仕方がないんじゃないですか、指

名競争の中では。だから、それと全体にまだ

答えが足らんのやけど、次のことを言わない

と時間が足りませんので、次行きますけど、

また言います。これは、先ほども言いました

ようなことは、後で委員会でも聞きますか

ら、よう承知しとってください。 

 それから、次の質問に移ります。 

 介護保険制度のことですが、在宅介護支援

に関しまして、24時間の介護支援を求めるケ

ースも最近増えてきていると聞きます。それ

で、支援可能な地域内での体制は万全かどう

か。 

 それから、サービス提供業者の在宅介護に

係る体制等について業者に報告を求め、それ

を広報等で公開が必要だと思うんですが、特

にここの社協はどういう形になってるかも含

めて説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、１点目

の24時間の介護支援を求めるケースがあるん

ではないか、そういった声が強くなってると

いうご指摘が今桜井議員さんからの方からあ

りましたんですが、こういった介護の要支援

者につきましては、冒頭で重要事項説明とい

うのがございました。そのときに、この制度

から大体のあらかたの大事なことを対象者の

方とお話をするわけなんですけども、この

24時間につきましても、今現在この18年度か
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らこういった介護保険の被保険者だけにとど

まらず、老人福祉の面からも地域包括支援セ

ンターがその任に当たっておりまして、介護

保険者、被保険者につきましては、先ほど言

いました重要事項説明時に、この夜間におけ

る対応について説明をいたしております。

18年度から現在のところ、ご心配をされてお

ります要支援者からの緊急的な相談的な連絡

というのは入っておりません。 

 ２点目でございますが、情報公開、サービ

スの公開ですが、これにつきましても平成

18年度から介護保険法によりまして県知事に

対しての報告が義務づけになっておりまし

て、現在インターネットを通じまして公開、

公表をされております。そのあたりもこの介

護保険のサービスを利用される方につきまし

ては、当然そういった情報の中身につきまし

ては、介護支援専門員――ケアマネジャーで

すが、ケアマネジャーがご本人、ご家族と相

談の際にそれぞれのサービスごと、あるいは

事業所ごとの、大変な量になるんですが、情

報を皆ケアマネジャー持っておりますので、

それらについてお話をしておりますから、そ

の時点で大体この太子町域でのサービス提供

事業者の全容が分かるというふうになってお

ります。今、広報等での公開ということでの

ご指摘があったんですが、何分膨大な量でご

ざいますので、本町の広報紙等ででは、なか

なか物理的に難しいということもございま

す。サービス対象者については、遺漏のない

体制が今とれておるわけですが、それ以外の

一般の方も情報を得ていただくに当たりまし

ては、先ほど申しました県の方から公表され

ておりますので、そういったインターネット

のアドレスの紹介などを広報でご紹介すると

いう形を考えたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 何分、３分な。あのね、何

でこないこと聞くかというたら、準公的な社

協の体制も、先ほど言うたのは社協の体制も

説明してくれと言うたんやけど、実際はケア

マネ含めて24時間の支援体制をするのが当た

り前ですわな、実際は。しかし、要支援者い

わゆる家庭介護というのは、抱えた人によっ

て障害者の問題も皆そうなんですけども、違

いますと。そういう中で、非常に苦しんでお

られる、大変なことに直面されておる、そう

いう中で、ちょっと周りの人に手伝ってもろ

うたら、その人に手伝うてもろうたらどない

やというマネジメントしとる人もおるんです

よ、現実に。そんなことを言うたら、もうそ

の人に頼みないなというようなことを言うた

んではだめになるということで、24時間のケ

ア体制というのは、この辺ではサービス提供

業者すべて対応できるようになっとんですか

ということぐらいは、ここで説明してくださ

い。 

 内容については、インターネットで言うた

ら、使える者と使えない者がありますと。一

般的にこういうサービスは提供しとんですよ

というのは、情報公開して初めて公開された

内容と違うじゃないかというのも検証される

んです。そういう面で、工夫をしてやっぱり

公開しといてもらわないと検証ができないと

いうようなこともありしますんで今尋ねとん

です。そんなことをケアマネが言うべきでな

いことを言ってるようですから、私が言うと

んです。だから、マンパワーの体制ができて

いないっちゅうのは、どういうところにある

んか、またその業者はどういうことになっと

るんかというのは聞きたいわけで、あわせて

その公開が必要だと。 

 それから、いろんな例を取り上げて恐縮で

はあるんやけども、最初の１番に質問したこ

とと兼ね合いがあるんですが、実践的な住民

自治の先進事例として長野県の栄村の例があ

ります。これは、これもテレビをこないだか

らずうっと見とったったらよう分かる話なん

やけども、げた履きヘルパーでやって、実際

には一般的な職員がつきますと4,000万円か

ら6,000万円金がかかるものを900万円ほどで

内部の人たちで処理をしているものですか
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ら、雪深い中でも相互に支援し合えると、こ

ういう工夫が凝らされて町ができ上がってい

ると。それで経済はそこで回る。こういうよ

うなことがげた履きヘルパーとして有名にな

ってるんです。それは、実践的な住民自治が

やられているところでの有名な話なんです

が、本町はこの町と比べても雪は降りません

し、人口は多いですけれども、若者も多い、

そして同じような年の人たちも多い。そうい

う中で、365日の24時間体制が地域でできて

ると。こういうことはいろいろ学ばないとい

けないと思いますので、この点ちょっとあえ

て紹介をして、これらの取り組みについて再

度説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 社会福祉協議

会のお尋ねがあって、私ちょっと答弁が抜け

ましたんですが、どうかということでござい

ますが、一応24時間体制、必要に応じて24時

間体制というふうに私は聞いております。 

 長野県の実践的住民自治ということでござ

いますが、それらも含めて本町域での365日

24時間体制の冒頭でのご質問の答えになろう

かと思いますが、現実的にはやはりそれぞれ

介護サービス事業所に営業時間といいますの

がございます。で、お尋ねをいたしますと、

やはり事業所とそのサービス利用者の間で緊

急または相談事の際の連絡につきましては、

連絡がとれるようにということでお話がされ

ておるというふうに伺いました。ですから、

今24時間365日体制につきましては、この地

域密着型のサービスでは、夜間対応型のスタ

イルもあるんですが、これもなかなか人口規

模等が私どもとはちょっと合わないというよ

うなこともございますし、現在小規模多機能

型の事業の事業所参入につきまして、その促

しておるということもございますので、万全

かと問われますとまだこれからという部分が

確かにございますけれども、ここまでのとこ

ろは先ほども申しましたように、要支援者か

らのそういった連絡というのは入ってない状

況でございます。 

 以上でございます。 

（桜井公晴議員「社協は」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 答弁続けてください。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 社協のケアマ

ネジャーの件につきましては、今桜井議員さ

んからお聞きしたのが初めてでございます。 

（桜井公晴議員「調査しといてくれ」

の声あり） 

○議長（北川嘉明） 桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 終わります。 

○議長（北川嘉明） 以上で14番桜井公晴議

員の一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 請願第１号 次期定数改善計 

       画の実施と義務教育費国庫負 

       担制度の２分の１復元と堅持 

       を求める請願 

  日程第３ 請願第２号 太子町東南並び 

       に東出地先太子苑地域におけ 

       る地図混乱を解消し地図訂正 

       等を求める請願 

○議長（北川嘉明） 日程第２、請願第１号

次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負

担制度の２分の１復元と堅持を求める請願及

び日程第３、請願第２号太子町東南並びに東

出地先太子苑地域における地図混乱を解消し

地図訂正等を求める請願を一括議題としま

す。 

 ただいま上程中の請願第１号及び請願第２

号は、会議規則第92条第１項の規定により、

お手許に配付いたしました請願付託表のとお

り請願第１号を福祉文教常任委員会に、請願

第２号を総務常任委員会に審査を付託しま

す。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は６月８日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

（散会 午後３時35分）

 


